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クラウド型被災者⽀援システムに関する主な質問と内閣府及び地⽅公共団体情報システム機構（J-LIS）の回答(R6.11.13)

No 分類
クラウド型被災者⽀援システムおよび今回の説明会に関して、

ご意⾒やご質問がございましたらご記⼊をお願いします。
ご回答

1 システム全般 具体的に導⼊するための必要な⼿順が知りたい。

導⼊⼿順の詳細につきましては、BOSライブラリにある下記の資料をご参照ください。
 [20-01] FAQ
 [20-02] 地⽅公共団体向けドキュメント⼀覧
 [20-03] 01.共通.zip
 [20-04] 02.住⺠情報バックアップ.zip
 [20-05] 03.証明書発⾏サービス.zip
 [20-06] 04.被災者⽀援システム.zip
また、ご不明点がございましたら機構にお問い合わせください。

2 システム全般

今年度当初予算化しており、年度内の導⼊に向けて準備を進めているとこ
ろ。
罹災証明に関して、被害認定調査のDXによる⼀層の効率化が課題と認識し
ているが、本システムへの組み⼊れや、他のシステムとの連携⽅法など予定
はあるか。

被害認定調査機能の開発予定はございませんが、すでに市場展開されている住家被害調査システ
ムの調査結果を取り込む連携インタフェースをご⽤意しております。

3 システム全般 クラウド型被災者⽀援システムの導⼊に当たりBCLの導⼊は必須か。
BCLが提供するデータバックアップやコンビニ交付サービスの利⽤は、必須ではありません。
BCL提供サービスをご利⽤されない場合、パターンBでの導⼊をご検討ください。

4 システム全般
本説明会で紹介されていた⾃治体の事例は導⼊済の⾃治体による活⽤事例な
のか。

本説明会で紹介させていただいた事例は、実証で⼀時的に避難所⼊退所管理アプリを利⽤された
団体を除き、他はすべて導⼊済み団体の事例です。

5 システム全般
J-LISのオンプレ版被災者⽀援システムでは、説明のあった3機能以外にも、
気象予測などの機能が構築されているが、クラウド型ではこの3機能だけの
使⽤となるのか。

クラウド型被災者⽀援システムは、今回ご紹介している機能のみのご提供です。

6 システム全般
本市では、J-LISのオンプレ版被災者⽀援システムを利⽤しているが、今後
仮設住宅や義援⾦管理、家屋解体などの機能もクラウド型へ搭載される予定
があればご教⽰頂きたい。

現在、仮設住宅の申し込みや義援⾦管理、家屋解体管理などの機能開発予定はございません。

7 システム全般 クラウド型被災者⽀援システムの⽂字体系は何に準拠しているか。

クラウド型被災者⽀援システムでは、⽂字フォントとしてIPAmj明朝を⽤いています。

ご利⽤の⽂字フォントがIPAmj明朝ではない場合、IPAmj明朝に対応した同定作業が必要となり
ます。「外字」をかな表記として同システムに取り込むかについては、団体様のご判断にお任せ
いたします。外字項⽬の連携等につきましては、今のところ未定です。

また、外字を含む⽅へのコンビニ交付サービスがご利⽤できない旨の周知も必要です。

8 システム全般

外字の扱いはどうなるのか。外字があることが分かるだけで、外字のデータ
はないのか。⽒名に外字がある場合は、外字部分が⽋落した状態で表⽰され
るのか。

クラウド型被災者⽀援システムでは、⽂字フォントとしてIPAmj明朝を⽤いています。

ご利⽤の⽂字フォントがIPAmj明朝ではない場合、IPAmj明朝に対応した同定作業が必要となり
ます。

本システムでは、外字が存在する場合、外字フラグにチェックが⼊り、画⾯上では「★」で表⽰
されます。この場合、罹災証明書などの証明書を窓⼝から発⾏しようとしてもPDF出⼒はできま
せん。また、罹災証明書や被災証明書はコンビニ交付した場合も、同定候補がなく、★を設定し
た⽂字が存在する場合、コンビニ交付できません。このため、個別の対応をしていただくことと
なります。

9 システム全般
⼀度設定した災害名の修正や削除は可能なのか。 災害名の修正、削除とも可能です。削除は論理削除であるため、誤って削除した場合も復旧する

ことができます。

10 システム全般
導⼊に向けての作業について、国及び県などから⽀援をいただける制度等は
あるか。

作業員の派遣等の⽀援制度はございませんが、本システムに関する制度についてご不明点がある
場合は、内閣府までご相談ください。また、導⼊作業、各種費⽤、運⽤サポート等に関してご不
明点がある場合は、J-LISまでご相談ください。

2



クラウド型被災者⽀援システムに関する主な質問と内閣府及び地⽅公共団体情報システム機構（J-LIS）の回答(R6.11.13)

No 分類
クラウド型被災者⽀援システムおよび今回の説明会に関して、

ご意⾒やご質問がございましたらご記⼊をお願いします。
ご回答

11 システム全般
県内においてデモンストレーション等の説明会（県庁、県⾃治会館など）が
開催されれば、是⾮参加したい。

県単位の勉強会開催などで、システムのご説明は過去にも他県で実施させていただいておりま
す。また、個別説明会の実施も可能です。ぜひご相談ください。

12 システム全般
今回の説明会は市町村向けの内容と捉えているが、被災者⽀援システムを都
道府県で統⼀して導⼊しているところもあることから、都道府県向けに特化
した内容でも実施をしてほしい。

過去にも県単位の勉強会でシステムの説明をさせていただくなど、ご要望に応じ柔軟な対応が可
能ですので、ご相談ください。

13 システム全般 このシステムの⼀部だけを導⼊することは可能か？
システムの導⼊に関しましては、いったん全機能を導⼊いただき、その上で必要な機能のみご利
⽤いただだく形としております。

14 システム全般
クラウド型被災者⽀援システムはLGWAN接続系の端末からのみアクセスで
きるのか。（住基との関連があるので、アクセスできる端末に制限があると
考えている。）

クラウド型被災者⽀援システムはLGWAN-ASPで提供されているため、LGWAN接続系の端末で
ご利⽤ください。

なお、実際の使⽤あたっては、貴市の情報セキュリティーに関する規則等との整理をご検討くだ
さい。

15 システム全般
BCLについて、⼾籍証明書のコンビニ交付は可能となっているか。不可能の
場合、今後コンビニ交付できるようシステム改修を⾏う可能性はあるか。

⼾籍証明書についてはBCLによるコンビニ交付には対応しておりません。今後の対応予定は未定
です。

16 システム全般

資料「クラウド型被災者⽀援システム費⽤と利⽤申し込みについて」の３
ページ⽬の図について、本市は三層分離により、個⼈番号利⽤事務系とＬＧ
ＷＡＮ系を明確に分けてセキュリティ強化を⾏っているが、住⺠情報や福祉
情報をクラウド型被災者⽀援システムへＬＧＷＡＮネットワーク経由でデー
タを送る場合にどのようなセキュリティ対策が⾏われているのか。

BCLとの通信に関するセキュリティ対策は暗号化通信にて⾏われます。
BCLを⽤いない場合については、住⺠情報や福祉情報をそれぞれのシステムからCSV出⼒し、
LGWAN側からクラウド型被災者⽀援システム側でCSVを取り込むようになっておりますが、そ
ちらも暗号化通信を⾏っております。いわゆる三層分離の概念において、同通信は「特定通信」
として整理されているものとなり、また、BCL側でも様々なセキュリティ対策を取っております
ので、その点のご⼼配には及びません。なお、特定通信については、総務省が公表している下記
資料もご参照ください。
「地⽅公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン（令和４年３⽉版）」

17 データ連携 住基連動における法的根拠はどのようになっているのか。

住⺠基本台帳は、住⺠基本台帳法に基づき「市町村（特別区を含む。以下同じ。）において、
（中略）その他の住⺠に関する事務の処理の基礎とする」ことを⽬的（同法第１条）として作成
するものであり、住⺠基本台帳作成の⽬的の範疇に属するものとして、避難⾏動要⽀援者名簿や
被災者台帳等作成のため市町村内で活⽤することは差し⽀えないと解されます。
また、住⺠基本台帳に関する取り扱いについては、「被災者台帳の作成等に関する実務指針（平
成29年3⽉ 内閣府（防災担当））」のP32「④ 住⺠基本台帳情報の取扱い」において、「マイナ
ンバーをその内容に含む住⺠基本台帳は、広く住⺠に関する⾏政事務の基礎とできることから、
庁内連携のための特段の条例の整備は不要である。」とお⽰ししているところです。

18 データ連携
県の運営する総合防災システムや消防庁の安否情報システムなど災害時に⼊
⼒するシステムがいろいろあるが、連携や⼀本化の構想はないか。

令和６年４⽉に運⽤を開始した「新総合防災情報システム」（SOBO-WEB）を中核とする防災
デジタルプラットフォームに各機関の災害情報を集約させることで、関係機関間で広く迅速に情
報共有を⾏うとともに、SOBO-WEBがハブとなってシステム間でデータを⾃動連携させること
により、多重⼊⼒等の解消を図ってまいりたいと考えております。⼀⽅、被災者⽀援に必要とな
る個⼈情報については、クラウド型被災者⽀援システムをはじめ、官⺠で多様な被災者⽀援シス
テムが提供されているところ、更なる普及促進に向けて、相互連携機能の強化を図ってまいりた
いと考えております。なお、本システムにおいては、避難所、避難状況、避難者、被害認定調査
結果等について、CSVファイルの作成及び取込のためのインターフェースを備えているため、こ
れらの情報について都道府県や市町村が個別に整備する防災情報システム等と連携することがで
きます。

詳細はBOSに公開しております外部インターフェース仕様書（BOSの「[20-06] 【⾃治体基盤ク
ラウドシステム】04.被災者⽀援システム」⇒「05.各機能のご利⽤に向けた連携データの準備」
に「01.IF仕様書(EXCEL形式).zip」と「01.IF仕様書(PDF形式).zip」）をご参照ください。
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クラウド型被災者⽀援システムに関する主な質問と内閣府及び地⽅公共団体情報システム機構（J-LIS）の回答(R6.11.13)

No 分類
クラウド型被災者⽀援システムおよび今回の説明会に関して、

ご意⾒やご質問がございましたらご記⼊をお願いします。
ご回答

19 データ連携
CSVでデータインポート等を⾏うが、CSVの仕様はどのようなものか。⾃治
体職員が簡単に作れるような仕様になっているのか。（⽂字コードに特殊な
ものを使っていたりしていないか）

CSVファイルの詳細な仕様はBOSに公開している外部インタフェース仕様書（BOSの「[20-06] 
【⾃治体基盤クラウドシステム】04.被災者⽀援システム」⇒「05.各機能のご利⽤に向けた連携
データの準備」に「01.IF仕様書(EXCEL形式).zip」と「01.IF仕様書(PDF形式).zip」にございま
す）をご確認ください。

⽂字コードはIPAmj明朝です。

導⼊形態は、パターンAとパターンBがございますが、パターンBであれば連携データの編集を、
基幹システムのEUC機能を活⽤し、⾃治体職員のみで対応可能なケースもございます。

20 データ連携
API連携で各種データとの連携ができるとの説明があったと思うが、実際に
連携先のデータや種別、量によってどれだけの費⽤が掛かるか、連携によっ
て発⽣する保守業務や⽇常の業務等があれば教えていただきたい。

API連携ではなく、CSVファイルを⽤いて各種データの連携ができます。詳細は、BOSの外部イ
ンタフェース仕様書（BOSの「[20-06] 【⾃治体基盤クラウドシステム】04.被災者⽀援システ
ム」⇒「05.各機能のご利⽤に向けた連携データの準備」に「01.IF仕様書(EXCEL形式).zip」と
「01.IF仕様書(PDF形式).zip」がございます）をご確認ください。

ただし、住⺠情報については、パターンAでBCL利⽤の場合はAPIによる⾃動連携が可能です。

連携によりどのような保守業務が必要で、その費⽤発⽣の要否につきましては、住基ベンダーや
連携させるシステムベンダーにお問い合わせをお願いします。

21 データ連携
API連携するにあたり、様々な連携データをまとめたエクセル等をシステム
で出⼒することができるか。

本システムの「横断検索」機能を⽤いることにより、本システムに記録されている全ての事項を
任意に組み合わせて検索及び抽出することができます。抽出結果は画⾯表⽰の他、CSVファイル
に出⼒することもできるため、外部システムへの連携等にご活⽤頂くこともできます。

22 データ連携

デジタル⾏財政改⾰としての位置づけとして、「官⺠の多様な被災者⽀援シ
ステムの相互連携機能の実装状況を調査・検討し、実装すべき連携機能の在
り⽅や連携による効果等を検証する」とあるが、異なる被災者⽀援システム
を使⽤している⾃治体同⼠でも応受援できるような仕組みを模索することを
⽬的としているという理解でよろしいか。

被災者⽀援に関するシステム同⼠の相互連携の調査・検討を幅広く⾏うものでありますので、お
⽰しのような発災後における⾃治体同⼠の応受援時における活⽤の側⾯もあるかと思料されます
が、必ずしもそれだけを⽬的としたものではないことをご理解ください。

23
避難⾏動要⽀
援者名簿
個別避難計画

・市町村独⾃の任意事項情報で検索し、抽出することはできるか？（例：任
意事項情報にケアマネ事業所を登録した場合、その利⽤者を抽出する な
ど）

本システムに記録されている全事項から任意の事項を指定して検索する「横断検索」機能を⽤い
て、例としてお⽰しのような対象者を抽出することができます。この機能は、任意の事項を指定
して検索することで、該当する対象者を抽出することができるうえ、抽出結果はCSVファイルに
出⼒することもできます。

24
避難⾏動要⽀
援者名簿
個別避難計画

避難⾏動要⽀援者名簿や避難者名簿等をCSVファイルで取り込んだ後に、新
規の避難⾏動要⽀援者名簿対象者や避難者を追加する場合は毎回⼿作業で⼊
⼒する必要があるのか。

避難⾏動要⽀援者や避難者を新たに追加する場合についても、CSVファイルで取込むことができ
ます。この場合、CSVファイルには追加分の者のみ記録されておればよく、避難⾏動要⽀援者や
避難者の全員が含まれている必要はありません。なお、既に本システムに記録済みの者のデータ
がCSVファイルにあった場合、本システムの記録はCSVファイルの内容で上書きされます。

25
避難⾏動要⽀
援者名簿
個別避難計画

個別避難計画の⼿⼊れ作業（避難⾏動要⽀援者である住⺠のいわゆる４情報
に異動があった場合の作業）について。
住⺠記録システム（住⺠基本台帳）で４情報を変更した場合、住⺠基本台帳
のシステム上で異動があった住⺠の異動後の情報を⼊⼒した場合、クラウド
型被災者⽀援システム上に記録されている個別避難計画を更新するには、住
⺠記録基本台帳システムとは別にクラウド型被災者⽀援システムにおいても
異動後の情報を⼊⼒する必要があるのか。

住⺠記録システムで変更があった者の⽒名・住所・⽣年⽉⽇・性別を本システムに取込むと、本
システムに記録されている避難⾏動要⽀援者名簿及び個別避難計画の⽒名・住所・⽣年⽉⽇・性
別を以下の⽅法で更新することができます。

「避難⾏動要⽀援者名簿更新」画⾯及び「個別避難計画更新」画⾯において、住⺠記録システム
の⽒名・住所・⽣年⽉⽇・性別と相違がある場合、その事項の後ろに「再取得」ボタンが表⽰さ
れます。当該ボタンを押すことにより、住⺠記録システムに記録された内容に置き換えることが
できます。

また、「避難⾏動要⽀援者名簿作成・更新設定」画⾯において、住⺠記録システムの⽒名・住
所・⽣年⽉⽇・性別に相違がある避難⾏動要⽀援者を確認できるExcelを出⼒することができま
す。このExcelで新旧の⽒名・住所・⽣年⽉⽇・性別の内容を確認した上で、新しい情報を取り
込む必要がある場合には、まとめて更新することができます。

なお、いずれの場合においても、避難⾏動要⽀援者名簿や個別避難計画の更新にあたっては、更
新内容についてご担当職員が事前に確認するという、より安全な業務⼿順を想定して開発したた
め、⾃動更新は⾏っておりません。
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クラウド型被災者⽀援システムに関する主な質問と内閣府及び地⽅公共団体情報システム機構（J-LIS）の回答(R6.11.13)

No 分類
クラウド型被災者⽀援システムおよび今回の説明会に関して、

ご意⾒やご質問がございましたらご記⼊をお願いします。
ご回答

26
避難⾏動要⽀
援者名簿
個別避難計画

避難⾏動要⽀援者名簿への住基データの取込⽅法を知りたい。

避難⾏動要⽀援者名簿に、すでに記録されている、⼜は新しく記録しようする避難⾏動要⽀援者
である住⺠のいわゆる４情報の取り込み⽅法についてお答えします。

クラウド型被災者⽀援システムをパターンAで利⽤する場合、夜間処理により⾃動連係された４
情報を取り込み、クラウド型被災者⽀援システムにおける避難⾏動要⽀援者名簿や個別避難計画
の機能から利⽤することができます。⼀⽅、パターンBで利⽤する場合、CSV取り込みによって
４情報を取り取り込むことができます。（パターンBは低価格ですが、４情報の取り込みに⼈⼿
が必要となります。）

なお、パターンBで⽤いるCSVファイルの形式の詳細についてはBOSにある外部インタフェース
仕様書の「個⼈情報データ」と「世帯情報データ」をご確認ください。

BOSの「[20-06] 【⾃治体基盤クラウドシステム】04.被災者⽀援システム」⇒「05.各機能のご
利⽤に向けた連携データの準備」に「01.IF仕様書(EXCEL形式).zip」と「01.IF仕様書(PDF形
式).zip」がございます。

27
避難⾏動要⽀
援者名簿
個別避難計画

現在、当市で使⽤しているシステムでは介護保険（要介護３から４への変更
など）、障害者⼿帳データの取り込みは 住基データと同様簡単に⼀括取り
込みができるが、クラウド型被災者⽀援システムでは1⼈ずつ⼿⼊⼒で変更
するしかないのか。

要介護状態区分・障害の級別等の情報をまとめて取り込み、更新することができます。くわしく
は以下のとおりです。

「避難⾏動要⽀援者名簿作成・更新設定」画⾯において、⽒名・住所・⽣年⽉⽇・性別・要介護
状態区分・障害の級別等の情報に相違がある避難⾏動要⽀援者を確認できるExcelを出⼒するこ
とができます。このExcelで新旧の⽒名・住所・⽣年⽉⽇・性別・要介護状態区分・障害の級別
等の情報の内容を確認した上で、新しい情報を取り込む必要がある場合には、まとめて更新する
ことができます。

なお、避難⾏動要⽀援者名簿の更新にあたっては、更新内容についてご担当職員が事前に確認す
るという、より安全な業務⼿順を想定して開発したため、⾃動更新は⾏っておりません。

28
避難⾏動要⽀
援者名簿
個別避難計画

避難⾏動要⽀援者名簿や個別避難計画について、住基情報と同じように介護
や障がい⼿帳の情報なども⼀括更新はできるか。（リアルタイムではなくて
も⽉⼀回など）

要介護状態区分・障害の級別等の情報をまとめて取り込み、更新することができます。くわしく
は以下のとおりです。

「避難⾏動要⽀援者名簿作成・更新設定」画⾯において、⽒名・住所・⽣年⽉⽇・性別・要介護
状態区分・障害の級別等の情報に相違がある避難⾏動要⽀援者を確認できるExcelを出⼒するこ
とができます。このExcelで新旧の⽒名・住所・⽣年⽉⽇・性別・要介護状態区分・障害の級別
等の情報の内容を確認した上で、新しい情報を取り込む必要がある場合には、まとめて更新する
ことができます。

29
避難⾏動要⽀
援者名簿
個別避難計画

現在、当市で使⽤しているシステムでは転出者が出れば、住基データを取り
込んだ際、⾃動的に廃⽌者として避難⾏動要⽀援者名簿から削除され、同時
に廃⽌者リストが⾃動的に作成されるが、クラウド型被災者⽀援システムで
は１⼈ずつ⼿⼊⼒で転出させるしかないのか。

転出者は、「避難⾏動要⽀援者名簿の検索機能」を⽤いて住⺠情報に変更があった者として抽出
することができますので、対象の者を確認しながら避難⾏動要⽀援者名簿から、削除を⾏うこと
ができます。

クラウド型被災者⽀援システムにおいては「避難⾏動要⽀援者名簿の検索機能」を⽤いて避難⾏
動要⽀援者名簿から削除した者を抽出するすることができるので、現在、ご利⽤中のシステムに
おける廃⽌者リストと同じことを⾏うことができます。

なお、避難⾏動要⽀援者名簿の削除にあたっては、削除理由についてご担当職員が事前に確認す
るという、より安全な業務⼿順を想定して開発したため、⼀括削除は⾏っておりません。

30
避難⾏動要⽀
援者名簿
個別避難計画

避難⾏動要⽀援者名簿について、死亡や転出による削除は、1件ずつ対応す
る必要があるのか。または、住基に連動し、⼀括削除ができるのか。

死亡や転出は、「避難⾏動要⽀援者名簿の検索機能」を⽤いて住⺠情報に変更があった者として
抽出することができますので、対象の者を確認しながら避難⾏動要⽀援者名簿から、削除を⾏う
ことができます。

なお、避難⾏動要⽀援者名簿の削除にあたっては、削除理由についてご担当職員が事前に確認す
るという、より安全な業務⼿順を想定して開発したため、⼀括削除は⾏っておりません。
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クラウド型被災者⽀援システムに関する主な質問と内閣府及び地⽅公共団体情報システム機構（J-LIS）の回答(R6.11.13)

No 分類
クラウド型被災者⽀援システムおよび今回の説明会に関して、

ご意⾒やご質問がございましたらご記⼊をお願いします。
ご回答

31
避難⾏動要⽀
援者名簿
個別避難計画

現在、当市で使⽤しているシステムでは、同意者名簿に掲載することに不同
意とした⼈、施設⼊所の⼈もそれぞれ不同意の⼈、施設⼊所の⼈としてデー
タ管理しているが、クラウド型被災者⽀援システムではあくまで同意の⼈の
データ管理に限るのか。

本システムは避難⾏動要⽀援者名簿や個別避難計画を記録できるシステムとして提供していま
す。
避難⾏動要⽀援者名簿や個別避難計画は、災害対策基本法において、地域防災計画の定めるとこ
ろより作成するものとされています。地域防災計画は、災害対策基本法において、各市町村で定
めるものとされています。これらのようなことから、避難⾏動要⽀援者の範囲をどのように考え
るかについては、各市町村（団体）において判断いただくこととなり、どの範囲の避難⾏動要⽀
援者を本システムへ記録するかについても、ご利⽤頂く各団体のご判断の元でご活⽤いただくこ
とになります。

32
避難⾏動要⽀
援者名簿
個別避難計画

避難⾏動要⽀援者名簿のCSV取込で避難⾏動要⽀援者（住所⼜は居所）の位
置情報を含めて取込むことができるか。

避難⾏動要⽀援者名簿のCSVファイルの事項には、緯度と経度があるため、避難⾏動要⽀援者の
住所⼜は居所に相当する位置情報を含めて取込むことができます。

33
避難⾏動要⽀
援者名簿
個別避難計画

避難⾏動要⽀援者名簿のCSV取込後に全てのレコードに対して⼊⼒や設定が
必要な場合、その処理を⾏ったかどうかを判別できる情報はあるのか（CSV
取込しただけのステータスが分かるものはあるのか）。

CSV取込をしただけのステータスがわかる事項等は⽤意していませんが、以下のような⽅法で該
当の情報を抽出することができます。

避難⾏動要⽀援者名簿の登録⽇時や更新⽇時を⽤いて検索することができるため、CSV取込を
⾏った⽇時で検索することで該当の情報を抽出することができます。

または、避難⾏動要⽀援者名簿の全事項から任意の事項を指定して検索する「横断検索」機能を
⽤いて、⼊⼒や設定が必要な事項（例えば空⽩の事項）が含まれる者を検索することもできま
す。

34
避難⾏動要⽀
援者名簿
個別避難計画

避難⾏動要⽀援者名簿に記録されている情報の提供に⽤いる⼀覧の印刷パ
ターンの登録、削除はどのように⾏うのか。

SE作業となりますので、証明書交付センターに登録、削除、変更をしたい印刷パターンをお申
しつけください。なお、印刷パターンの登録、削除、変更等にあたって別途費⽤は必要ありませ
ん。

35
避難⾏動要⽀
援者名簿
個別避難計画

個別避難計画に記録した情報（の⼀部）として画像ファイルの情報が添付
ファイルとして登録されている場合に、印刷やCSV出⼒するとその画像ファ
イルの情報はどのように扱われるのか。ファイル名だけが出る、何も出な
い・・・など。

印刷する場合、画像ファイルの内容が印刷されます。CSVファイルにはファイル名、ファイルの
内容ともに出⼒されません。

36
避難⾏動要⽀
援者名簿
個別避難計画

現在、当市で使⽤しているシステムでは⾏政区（⾃治会）ごとに避難⾏動要
⽀援者名簿を呼び出して印刷することができるが、クラウド型被災者⽀援シ
ステムでは町名を１つずつ⼊⼒して印刷するしかないのか。

避難⾏動要⽀援者名簿の検索機能を⽤いて「⾃治会名 」で対象者を抽出して、印刷することが
できます。

37
避難⾏動要⽀
援者名簿
個別避難計画

個別避難計画の名簿について、⾏政区（⾃治会名）単位で個別避難計画の名
簿の⼀覧は印刷できるのか。

個別避難計画の検索機能を⽤いて「⾃治会名 」で対象者を抽出することができます。抽出結果
を⼀覧形式で印刷及びCSVファイルへ出⼒することができます。

38
避難⾏動要⽀
援者名簿
個別避難計画

避難⾏動要⽀援者名簿の詳細情報について、⾏政区（⾃治会）単位で⼀括印
刷できるのか。

避難⾏動要⽀援者名簿の検索機能を⽤いて「⾃治会名 」で対象者を抽出することができます。
抽出結果を、最⼤50件単位で詳細情報（いわゆる個票形式）で印刷及びExcelファイルへ出⼒す
ることができます。

39
避難⾏動要⽀
援者名簿
個別避難計画

避難⾏動要⽀援関連システム内の地図及びハザード情報は、⾃治体からの提
供が必要となるものなのか。
また、避難⾏動要⽀援者の居住地と浸⽔洪⽔想定区域とを重ね合わせて抽出
等する仕組みについて、洪⽔浸⽔想定区域の範囲⼊⼒（ハザードマップの読
み込み）は市町村が⾏うのか？また、その作業は⼀般的な⾏政職員でもでき
るレベルの作業なのか？

地図（背景地図）には、国⼟地理院の淡⾊地図を予め設定してあります。また、オープンスト
リートマップに切り替えて表⽰することもできます。

浸⽔洪⽔想定区域等のハザードマップは市町村で作成及び公開されているものをGeoJSON形式
ファイル（RFC 7946）としてご⽤意頂くことで、本システムに読み込むことができます。

GeoJSON形式ファイルは市町村がハザードマップに関する印刷物やホームページ掲載などをGIS
事業者等から調達なされた際の納品物として求めることができるものと思料します。

また、ハザードマップは、shape形式ファイルで納品される場合もありますが、⽐較的容易な⽅
法で、shape形式ファイルをGeoJSON形式ファイルに変換することができます。

本システムへの読み込みは市町村のご担当職員が操作可能な画⾯を備えています。

40 避難所
避難所⼊退管理アプリは、各避難所においてスタンドアロン端末にアプリを
⼊れることで使⽤可能とのことですが、マイナンバーカードを読み込む機械
は別途購⼊等をしなければならないのか。

マイナンバーカードを使⽤する場合は、必要となります。
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クラウド型被災者⽀援システムに関する主な質問と内閣府及び地⽅公共団体情報システム機構（J-LIS）の回答(R6.11.13)

No 分類
クラウド型被災者⽀援システムおよび今回の説明会に関して、

ご意⾒やご質問がございましたらご記⼊をお願いします。
ご回答

41 避難所

令和5年度にデジタル庁が実施した「広域災害を対象とした避難者⽀援業務
のデジタル業務改善に関する調査研究」で⾏われた内容と重複する部分、異
なる部分があると思うが、国として、今後の避難所運営（避難者管理）の在
り⽅をどのように考えているのか。関係府省庁が別々の動きをするのではな
く、⾜並みをそろえて⽅向性を⽰していただきたい。

クラウド型被災者⽀援システムは、避難者名簿の作成、罹災証明書の交付、各種⽀援制度の⼿続
き、被災者台帳の作成・利⽤など、各種制度に沿って被災者⽀援を実際に⾏うためのシステムと
して提供をしています。

⼀⽅、令和5年度にデジタル庁が実施した「広域災害を対象とした避難者⽀援業務のデジタル業
務改善に関する調査研究」は、避難者⽀援業務の負担軽減・効率化に関する仮説検証を⽬的とし
て実施されたもので、成果物のプログラムソースは希望する地⽅公共団体や⺠間事業者の皆様に
提供されています。

仮説検証で得られた知⾒を活かせるよう、関係府省庁が連携して被災者⽀援に関するデジタル化
に関する取組を⾏っているところです。

42 避難所
避難者名簿を作成する際に避難所ではアプリを使⽤するとのことであった
が、アプリから書き出したCSVファイルは本部へどう送ることを想定してい
るか。また、アプリからシステムにアップロードする機能はないのか。

避難所⼊退所管理アプリは、避難所にLGWAN接続系のネットワークが敷設されていないことが
多いことを考慮して、スタンドアロンのPCで動作するアプリケーションとして提供していま
す。

このため、避難所⼊退管理アプリで登録した避難者名簿のCSVファイルをLGWAN接続系にある
クラウド型被災者⽀援システムに取込むには、セキュリティ機能付きUSBメモリ、ファイル転送
ツール、ファイル無害化ツール等の使⽤等を別途ご検討いただく必要があります。

43 避難所
避難所情報や避難者情報は外部システムと連携は可能か。CSV取込の他に、
API連携といった⾃動連携は可能か。

避難所、避難者名簿のCSV作成、CSV取込ができます。APIによる連動機能は、現在ご⽤意して
いません。

44 避難所
避難所⼊退管理アプリに取込むものとして説明があった避難者候補名簿とは
何か。

避難所⼊退管理アプリで避難者（住⺠）の検索を⾏う場合、予め「避難者候補名簿」（CSVファ
イル）を取り込んで頂くこととなります。

「避難者候補名簿」はクラウド型被災者⽀援システムから出⼒することができます。

45 避難所
避難所⼊退管理アプリはクラウド型被災者⽀援システムとは独⽴しているの
か。CSV連携以外にクラウド型被災者⽀援システムと⾃動連携できないの
か。

避難所⼊退所管理アプリは、避難所にLGWAN接続系のネットワークが敷設されていないことが
多いことを考慮して、スタンドアロンのPCで動作するアプリケーションとして提供していま
す。

このため、避難所⼊退管理アプリで登録した避難者名簿のCSVファイルをLGWAN接続系にある
クラウド型被災者⽀援システムに取込むには、セキュリティ機能付きUSBメモリ、ファイル転送
ツール、ファイル無害化ツール等の使⽤等を別途ご検討いただく必要があります。

46 避難所 避難所⼊退管理アプリを⽤いるにあたって、ネットワーク環境は必要か。
避難所⼊退所管理アプリは、避難所にLGWAN接続系のネットワークが敷設されていないことが
多いことを考慮して、スタンドアロンのアプリケーションとして提供しています。

47 避難所 避難所に通信環境を構築するための財政措置はないか。

発災後にwi-fiのリース等により通信環境を整える場合、避難所の設置、維持及び管理のための費
⽤として、災害救助法による国庫負担の対象となります。
平時における財政措置については、緊急防災・減災事業債の活⽤等が考えられますが、同事業を
所管する総務省等にお尋ねください。

48 避難所

避難所状況については、スタンドアローン型の端末を避難所に持ち込んで⼊
⼒し、出⼒したＣＳＶファイルを本システムに取り込むとのことだが、ＬＧ
ＷＡＮ接続可能なＰＣを避難所に持ち込めば、各避難所にて情報を⼊⼒して
本部でリアルタイムで確認可能なのか？

LGWAN接続系に接続できる端末であれば、避難所⼊退所管理アプリではなくクラウド型被災者
⽀援システムを避難所において直接操作することにより本部でリアルタイムな情報照会を⾏うこ
とができます。

なお、避難所⼊退所管理アプリは通信によるデータ送受信機能を持たないため、LGWAN接続系
に接続できる端末であってもCSVファイルを出⼒してクラウド型被災者⽀援システムへ取込みを
して頂く必要があります。

49 被災者台帳
被災者台帳の運⽤のイメージがつかめないため、実例を交えながら詳細に説
明してほしい。

詳細な内容については被災者台帳の運⽤を含め、個別に説明会を実施することもできます。お気
軽にご連絡ください。

50 被災者台帳
避難者情報から被災者台帳が作られるというような説明であったが、その認
識で合っているか。また、避難所にいない被災者の情報は、画⾯から登録、
CSV取込で登録できるのか。

避難者名簿の作成時及び罹災証明書の申請受付時（被災住家等台帳の作成時）に、⾃動的に対象
者の被災者台帳が作成されます。また、「被災者台帳登録」画⾯やCSV取込によって作成するこ
ともできます。
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クラウド型被災者⽀援システムに関する主な質問と内閣府及び地⽅公共団体情報システム機構（J-LIS）の回答(R6.11.13)

No 分類
クラウド型被災者⽀援システムおよび今回の説明会に関して、

ご意⾒やご質問がございましたらご記⼊をお願いします。
ご回答

51
罹災証明
被害調査
コンビニ交付

システム導⼊を検討中だが、被災調査に対応する予定はないのか。

住家被害認定調査を⽀援する機能は、申請情報に基づき調査票を出⼒する機能、マイナポータル
からの申請情報の取り込み、⽔害で⼀律の被害が出ている地域を⼀括で判定する機能はございま
す。
それ以上の機能は、他のシステムを利⽤いただきその調査結果をCSVで取り込む等で対応をお願
いします。

52
罹災証明
被害調査
コンビニ交付

住家被害認定調査結果は、判定区分のみ登録可能なのか。調査結果（調査票
の内容）や写真の登録はできるのか。

クラウド型被災者⽀援システム（被災住家等台帳機能）で登録・管理できる被害認定調査結果の
情報は、「調査⽇、担当者、調査⽅法、判定結果（全壊〜⼀部損壊）、損害割合（%）、損壊割
合（%）」となります。
また、調査票の内容を登録する機能はありませんが、写真等の電⼦ファイルをアップロードして
資料保存する機能を有しており、保存可能なファイルの種類はpng, jpg, jpeg, bmp, pdf, xls, 
xlsx, doc, docx, ppt, pptx, jtd, txt, csv, zipとなります。

53
罹災証明
被害調査
コンビニ交付

クラウド型被災者⽀援システムに登録できる情報だけで、住家被害認定調査
結果を住⺠に説明するのに耐えうるのか。

クラウド型被災者⽀援システム（被災住家等台帳機能）で登録・管理できる罹災証明書交付関係
の情報は、次の項⽬となります。
 ・罹災証明申請情報：申請者の⽒名、住所など
 ・所有者情報：所有者⽒名、住所など
 ・物件（調査）状況：物件所在地、被害認定調査の判定結果、損害割合など
 ・罹災証明書申請・交付状況：申請・調査・証明書交付状況の進捗管理
 ・資料保存：jpg、pdfファイルなど
調査結果の住⺠説明の場⾯において、これら以外の情報が必要となる場合には、調査結果（調査
票、損傷状況の分かる写真等）を活⽤して対応していただく⽅法が考えられます。

54
罹災証明
被害調査
コンビニ交付

「証明書を遅滞なく交付」となっていると思うが、現状だと家屋調査に時間
がかかっている。家屋調査の判定基準を簡易的にするなどの国としての⾒直
しは⾏わないのか。

⽔害時の被害認定調査の迅速化に向けた取組として、令和６年５⽉３１⽇付けで内⽔氾濫に係る
簡易判定基準を策定し、「災害に係る住家の被害認定基準運⽤指針」の改定を各⾃治体に通知し
たところです※１。
また、令和６年能登半島地震における調査の簡素化事例として、ドローン及び360度カメラを⽤
いた遠隔判定や応急危険度判定調査結果の活⽤事例を「災害に係る住家被害認定業務 実施体制
の⼿引き」に掲載しておりますのでご参照ください※２。
※１ https://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/r605shishin_sanko.pdf（P参-25）
※２ https://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/r605saigai_tebiki_4.pdf（P151〜152）

55
罹災証明
被害調査
コンビニ交付

罹災調査機能（住家被害認定調査）は⼿書き・⼿⼊⼒のみか
現状、罹災調査機能は、調査票の出⼒のみの実装です。
その他の⽅法として、すでに市場展開されている⺠製の住家被害調査システムの調査結果を取り
込む連携インタフェースをご⽤意しております。

56
罹災証明
被害調査
コンビニ交付

家屋調査については、能登半島地震においてはタブレットを使⽤することに
より簡略化されていると聞いている。こうした調査によって得られたデータ
を被災者⽀援システムへ移⾏すること等については検討しているのか?

クラウド型被災者⽀援システム以外の家屋被害調査システム等により調査した結果を、CSVで
データを取り込むインターフェースを備えています。

詳細はBOSに公開しております外部インターフェース仕様書（BOSの「[20-06] 【⾃治体基盤ク
ラウドシステム】04.被災者⽀援システム」⇒「05.各機能のご利⽤に向けた連携データの準備」
に「01.IF仕様書(EXCEL形式).zip」と「01.IF仕様書(PDF形式).zip」がございます）をご参照の
うえ、タブレット等の家屋調査のシステムを提供しているベンダーに対応可否をご相談くださ
い。

57
被災者⽀援⼿
続

被災者⽣活再建⽀援⾦の受付で⼊⼒された被害程度が罹災証明発⾏メニュー
で⼊⼒されているものと相違ないかのチェック機能はありますか？

⾃動的なチェックはかかりませんが、罹災証明発⾏メニューで⼊⼒された家屋の被害度は、⽣活
再建⽀援申請⼿続きで申請者の基礎情報として容易に⽬視できるよう画⾯表⽰されています。

58
費⽤負担 
地⽅財政措置

罹災証明書等のコンビニ交付までは利⽤意向がない場合、安価になるのか。
クラウド型被災者⽀援システムではコンビニ交付利⽤の有無のオプションはご⽤意しておりませ
ん。システム利⽤料は機能の利⽤有無に関わらず⼀定となります。

59
費⽤負担 
地⽅財政措置

初期費⽤について、「パターンB、住⺠票の写し等は既存のコンビニ交付を
利⽤する場合」を選択するならどの程度必要となるか。

「パターンB、住⺠票の写し等は既存のコンビニ交付を利⽤する場合」の初期費⽤ついては既存
の住基システムからクラウド型被災者⽀援システムへ連携可能なデータの出⼒に要する作業等費
⽤となります。詳細な⾦額については貴市の住基ベンダーにご相談ください。
なお、ご相談の際は導⼊時の作業等費⽤だけでなく、維持管理に係る費⽤（保守費⽤の増減有無
等）についても併せてご確認ください。

60
費⽤負担 
地⽅財政措置

り災害証明のコンビニ発⾏を実現するためには別途負担⾦を必要とするの
か。

既にコンビニ交付で住⺠票等の発⾏を実施されている場合は、新たに罹災証明・被災証明のコン
ビニ交付実施のために追加で負担⾦をお⽀払いいただく必要はございません。
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クラウド型被災者⽀援システムに関する主な質問と内閣府及び地⽅公共団体情報システム機構（J-LIS）の回答(R6.11.13)

No 分類
クラウド型被災者⽀援システムおよび今回の説明会に関して、

ご意⾒やご質問がございましたらご記⼊をお願いします。
ご回答

61
費⽤負担 
地⽅財政措置

県内⾃治体⼀括導⼊を予定している都道府県について、その場合の導⼊費
⽤、運⽤費⽤はどのように分配しているのか。

県内⾃治体の⼀括導⼊におきましては、被災者⽀援システム利⽤料の割引措置はご⽤意しており
ますものの、実際のお申し込みやお⽀払いについては団体毎となります。そのお⽀払いについ
て、県内⼀括導⼊の場合の割引を適⽤したご請求をさせていただくものとなります。

62
費⽤負担 
地⽅財政措置

コンビニ交付運営負担⾦については、配布資料にある表の⾦額の費⽤が毎年
発⽣するという認識で間違いないか。

ご認識のとおりとなります。

63
費⽤負担 
地⽅財政措置

来年度以降での導⼊を検討しており、本市ではパターンBでの取扱いとなる
⾒込み。費⽤が数万〜数百万と幅が広いので、詳しく内容を聞きたい。

パターンBの場合、データ連携の開発・構築を住基ベンダーに委託するか、⾃治体内製で対応さ
れるかで導⼊時の費⽤が⼤きく異なります。

BOSに公開している外部インタフェース仕様書（BOSの「[20-06] 【⾃治体基盤クラウドシステ
ム】04.被災者⽀援システム」⇒「05.各機能のご利⽤に向けた連携データの準備」に「01.IF仕様
書(EXCEL形式).zip」と「01.IF仕様書(PDF形式).zip」にございます）をご確認のうえ、ご判断い
ただき、前者の場合は、住基ベンダーに⾒積もり取得をしてください。後者の場合は情報システ
ム部⾨と調整をお願いします。

より詳細なご確認が必要な場合は、J-LISまでお問い合わせください。

64
費⽤負担 
地⽅財政措置

緊急防災・減災事業債の措置期間が令和７年度までとのことだが、今から導
⼊の検討を始めた場合、令和７年度の予算編成に間に合わない可能性が⾼
い。令和８年度以降の措置期間延⻑の⾒通しはあるか？

各地⽅財政措置を所管する総務省・消防庁の判断となりますが、現時点で令和8年度以降の継
続・廃⽌等について決定したものはないと承知しております。

65
費⽤負担 
地⽅財政措置

運⽤コストの交付税措置は⼤変ありがたいと思うが、当該措置は令和６〜７
年度のみで終了するのか？それとも、システムを導⼊し続ける限り恒常的に
措置されるのか。

現状は時限的措置となります。
令和8年度以降については、所管府省からの公表を以ってご判断いただくこととなります。

66 その他
罹災証明書以外の書類（住⺠票など）をコンビニ等で交付することは可能
か？

住⺠票や印鑑証明とともに罹災証明をコンビニ等で交付することが可能です。パターンAまたは
パターンBなど導⼊形態などにより対応可能な内容が異なりますので、詳細はJ-LISへお問い合わ
せください。

67 その他
BOSへの登録については、1⾃治体１アカウント等制限があるのか。本市は
被災者⽀援に係る業務を複数所属で⾏うので、システムに関する疑問点等そ
れぞれで⼊⼒が可能か。

BOSのアカウント数についての制限は特にございません。各団体のコンビニ交付関連の部署に対
してアカウントを１つ払い出した後は各団体様で⾃由に追加していただくことが可能ですのでご
連絡ください。

68 その他
発災した場合のシステム⽴ち上げからの処理フローがほしい。
機能⼀覧と機能に対する概要説明書がほしい。

BOSライブラリにある操作マニュアルをお役⽴てください。多数ありますので、まずは下記資料
からご覧いただけますと幸いです。その後、ご興味のある業務のマニュアル等を参照ください。
各業務の業務フロー例なども収録しております。
［20-06］【⾃治体基盤クラウドシステム】04.被災者⽀援システム
→ 09.各種⼿引書
→ 02.操作マニュアル
→操作マニュアル活⽤ガイド.pdf

69 その他 デモの資料をいただきたい。

主要な機能について、代表的な画⾯と要点を記載した「クラウド型被災者⽀援システムの利⽤画
⾯イメージ」をBOSの「[20-06] 【⾃治体基盤クラウドシステム】04.被災者⽀援システム」⇒
「10.その他説明資料」に「クラウド型被災者⽀援システムの利⽤画⾯イメージ.pdf」に公開して
おりますので、ご活⽤ください。

70 その他
デモンストレーションの画⾯が鮮明でなく⽂字情報が読み取りづらかった。
解像度を上げた動画はないか。

デモンストレーションの動画は内閣府のホームページに公開されておりますので、下記のURLよ
りご確認ください。

https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/cloud_shien.html
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クラウド型被災者⽀援システムに関する主な質問と内閣府及び地⽅公共団体情報システム機構（J-LIS）の回答（R5.7.31）
No 分類 ご質問 回答

1 費⽤関連

現在、J-LISのシステムを利⽤して住⺠票等のコンビニ交付を⾏っており、コンビニ交付運
営負担⾦（⼈⼝３〜５万⼈）は予算化されております。今後、クラウド型被災者⽀援シス
テムを導⼊した場合、平常時の運⽤費⽤はクラウド型被災者⽀援システム⼿数料のみとい
うことでよろしいでしょうか。

説明会資料の「クラウド型被災者⽀援システム利⽤料」が運⽤費⽤となります。

2 費⽤関連

導⼊にあたる費⽤について教えてください。すでにJ-LISの住⺠票等をコンビニで発⾏する
システムを導⼊済みの場合、クラウド型被災者⽀援システムを新たに導⼊する場合にはシ
ステム構築費⽤として住⺠情報システムベンダへのシステム改修等が必要とのことです
が、この住⺠情報システムベンダ以外に、J-LISにはどのような導⼊費⽤がありますか。

導⼊費⽤として当機構にお⽀払いいただく費⽤はございません。

3 費⽤関連
今後、例えば利⽤する市町村が増えることでスケールメリットがあると思いますが、そう
いったことでランニングコストが下がる⾒込みはありますか。

現在都道府県単位での割引措置をご⽤意しております。詳細につきましては、説明会資料17ページをご覧
ください。
スケールメリットによるランニングコストの低減については今後の検討課題とさせていただきます。

4 費⽤関連
パターンA、Bにかかわらず、既存のコンビニ交付システムを使う場合、罹災証明書、住⺠
票の写し、印鑑証明書等のコンビニ交付委託⼿数料は1通あたり117円で、パターンAの
BCLによる証明書等の交付は1通あたり180円かかるという理解でよかったでしょうか。

パターンA、Bに関わらず、BCLコンビニ交付のご利⽤の有無によって料⾦が変わります。
BCL以外のコンビニ交付の場合、コンビニ事業者への委託料として1通あたり117円をいただいておりま
す。
BCLのコンビニ交付の場合、コンビニ事業者への委託料1通あたり117円と併せてBCLの利⽤料として1通
あたり180円をいただいております。（BCLを利⽤したコンビニ交付の場合、交付可能証明書は住⺠票・
印鑑登録証明書・各種税証明書のみ。）

5 費⽤関連
システム整備に必要な費⽤や連携サーバーの構築、既存の住基システムを改修する費⽤を
試算する⽅法はありますでしょうか。

J-LISがBOSにて公開しているインターフェース仕様書等を基に、住基ベンダ様などにお⾒積りをご依頼
ください。

6 費⽤関連 令和7年以降もシステム運⽤保守等の利⽤料や初期費⽤は変わらないでしょうか。
クラウド型被災者⽀援システムの利⽤料につきまして、今のところ変更の予定はございません。初期費⽤
につきましては、各団体の住基ベンダ様によって異なります。

7 導⼊関連
第２回説明会の質疑応答集の中で、LGWAN-ASPで簡易なデモ環境を構築する予定とのこ
とでしたが、その後の状況はいかがでしょうか。

現状のデモについてはオンラインによるご説明、もしくは現地にデモ機をお持ちして操作していただくこ
とを想定しております。
各団体様へのアカウントの払い出しについては準備が整い次第別途ご連絡させていただきます。

8 導⼊関連 災害救助法関連の⼿続きはどこまで対応が可能でしょうか。

災害救助法関連の⼿続きにつきましては、被災者台帳において世帯ごとに「その他の⽀援認定情報」の⼤
項⽬を設けており、「⽣活必須品の給付」、「学⽤品現物⽀給」、「⾐料の給付」、「⾷料の給付」、
「住宅の応急修理」、「公営住宅等⼊居」のチェックボックスによって⽀援の有無の管理が可能となって
おります。
また、その他の項⽬については、任意の項⽬の追加ができるユーザー定義台帳上に災害救助法の救助項⽬
を追加いただくことで、管理が可能となっております。

9 導⼊関連 地⽅財政措置を令和7年度以降も継続する予定はありますか。
現在、緊急防災・減災事業債、特別交付税措置、普通交付税は令和７年度までの措置期間となっておりま
す。継続等の情報について、内閣府に情報が⼊りましたら、随時お知らせいたします。

10 導⼊関連
本システムの導⼊有無により⾏政サービスのムラが発⽣しうると考えます。全国の⾃治体
が使えるようになれば利便性が上がると説明されていますが、全国統⼀のシステムとし
て、国が⼀元的に導⼊をし、各市町村にライセンスを配布することはありますか。

クラウド型被災者⽀援システムは、市町村の被災者⽀援業務の効率化を進めるため構築されたものです
が、市町村の規模、想定する災害や運⽤等によって必要となる情報システムが異なることが考えられるた
め、本システムの導⼊を義務付ける予定はありません。よって、ライセンスを配布することは現時点では
想定しておりません。
また、国としては、本システムがより多くの⾃治体に普及することが⾃治体間の応援受援や被災者⽀援業
務の全体的な底上げになると考えており、普及促進するために、地⽅財政措置をはじめとする財政⽀援を
⾏っています。

11 導⼊関連
これまで⾏われてきた事務に対し、機能が多岐に渡り、オーバースペックで⾼額なシステ
ムを構築しているように⾒えますが、いかがでしょうか。

クラウド型被災者⽀援システムの機能（ソフトウェア）の開発費は内閣府で負担しており、市町村にご負
担いただく費⽤は、クラウド環境や通信環境等の使⽤料（いわゆるインフラ使⽤料）となります。
このため、「機能が多岐に渡っているからオーバースペックで⾼額である」という訳ではなく、「多岐に
渡る機能をインフラ使⽤料のご負担だけで使⽤できる」ものとしてご理解ください。

12 導⼊関連
国として、クラウド型被災者⽀援システムが今後の災害対応事務のスタンダードとなるた
めに、導⼊を義務付ける、といったような積極的な旗振りをする予定はありますか。

クラウド型被災者⽀援システムは、市町村の被災者⽀援業務の効率化を進めるため構築されたものです
が、本システムの導⼊を義務付ける予定はありません。内閣府としては、平時から復旧期に⾄るまでの各
災害フェーズを網羅的にカバーしている本システムの導⼊を推奨しておりますが、市町村ごとの予算や⼈
⼿等の状況に合わせて、他のシステムとの連携も含めて、最適なものを選択いただければと考えていま
す。

13 導⼊関連

被災者⽀援システムについては、様々なシステムを⺠間各社が提供しておりますが、内閣
府主催ということで、国として標準システムにするという⽅針になるのでしょうか。特に
コンビニ交付による罹災証明書の発⾏は、J-LISのシステムとの連携がなされないと実現が
なされません。コンビニ交付については、⺠間の事業者の被災者⽀援システムとの連携は
検討されてないのでしょうか。

クラウド型被災者⽀援システムは、他のシステムともデータ連携できるようにインターフェースを⽤意し
ております。このインターフェースを活⽤することにより、罹災証明書のコンビニ交付を実現することが
可能です。

14 導⼊関連

今回デモンストレーションでご紹介いただいた内容について財政担当や幹部職員へ適切に
説明するためにPDFでの資料があると助かります。資料提供では伝えにくい、実際の画⾯
を⾒てもらった⽅が利便性が伝わるという想いでデモを⾒せていただいたと思いますが、
市町村の防災担当が予算要求の際に財政担当へデモンストレーションでプレゼンを⾏える
わけではありません。提供をご検討いただきたいです。

主要な機能について、代表的な画⾯と要点を記載した「クラウド型被災者⽀援システムの利⽤画⾯イメー
ジ」をBOS「ライブラリ」に公開しておりますので、ご活⽤ください。

15
避難⾏動要⽀援者
名簿関連

システムに登録した個別避難計画を発災現場の消防職員等と共有する場合、救急⾞両、救
助⾞両等にも専⽤PCを配置する必要があるでしょうか。

個別避難計画情報の提供は、災害対策基本法上、発災時に初めて提供されるという仕組みではなく、平常
時から、消防機関などの避難⽀援等関係者に対しては、個別避難計画情報を「提供するものとする」こと
が災害対策基本法第49条の15第２項に規定されています。

平常時からの提供は、避難⾏動要⽀援者本⼈の同意がある場合⼜は条例に特別の定めがある場合に提供す
ることとされているため、平常時から個別避難計画情報が消防機関に提供されていない避難⾏動要⽀援者
に係る個別避難計画情報は、災害時に災害対策基本法第49条の15第３項に基づき初めて消防機関に提供
されることとなります。

災害時に現場の消防職員と個別避難計画情報を共有するに際し、平常時から提供されている避難⾏動要⽀
援者である場合、救急⾞両や救助⾞両にLGWAN回線に接続されたＰＣ等を配置することは必須ではない
ものと考えられます。

本⼈の同意等がないため、平常時から個別避難計画情報が提供されていない避難⾏動要⽀援者に係る個別
避難計画情報である場合には、消防本部や消防署など（※など：派出所、出張所、屯所など）にある
LGWAN回線に接続されたPCから紙やフラッシュメモリ等の媒体を経由することにより現場の消防職員に
提供することができるものと考えられます。⼀⽅、消防本部や消防署などにLGWAN回線に接続されたPC
がない等の場合には、紙媒体を⽤いることや、救急⾞両や救助⾞両等にLGWAN回線に接続されたPCを配
置することが必要な場合が想定され得ます。
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16
避難⾏動要⽀援者
名簿関連

本市は住⺠基本台帳システムと障がい者、⽣活保護システム等はベンダが異なっていま
す。住⺠基本台帳データをcsv取り込みした後に、別途障がい者等のcsvデータを作成し、
上書きして取り込みすることは可能でしょうか。

⽒名や住所などの情報を住基システム等から出⼒したCSVファイル（※）をクラウド型被災者⽀援システ
ムに取り込んだ後、⼀般財団法⼈全国地域情報化推進協会（APPLIC）が定める防災業務アプリケーショ
ンユニット標準仕様にある避難⾏動要⽀援者名簿管理のうち、要配慮者障害者福祉情報メッセージと要配
慮者介護保険情報メッセージによって定義されている形式でCSVファイルを既設のシステムから出⼒いた
だき、クラウド型被災者⽀援システムに取り込むことで避難⾏動要⽀援者名簿の作成や更新を⾏うことが
できます。

（※）BOSにて公開されている本システム独⾃の形式によるものの他、⼀般財団法⼈全国地域情報化推進
協会（APPLIC）が定める防災業務アプリケーションユニット標準仕様にある被災者台帳管理のうち要配
慮者住基情報メッセージ及び要配慮者住登外情報メッセージによって定義されている形式

17
避難⾏動要⽀援者
名簿関連

各種帳票（登録者⼀覧表、個別避難計画）の様式はカスタマイズできますか。

帳票のレイアウトについては、⼀定の制限の下でのカスタマイズに対応しています。

具体的には、汎⽤項⽬の表⽰・⾮表⽰を切り替えられます。また、避難⾏動要⽀援者お⼀⼈おひとりの個
票についてはExcel形式で出⼒することができるため、出⼒後に、必要に応じてレイアウトなどを変更す
ることができます。

なお、完全にゼロベースでの⾃由⾃在なカスタマイズには対応していないこと、念のため、申し添えさせ
ていただきます。

18
避難⾏動要⽀援者
名簿関連

避難⾏動要⽀援者に関する情報を取り込み後、バッチ処理により各種情報（住⺠基本台帳
情報、福祉情報等）の⾃動更新をかけることは可能ですか。

⼀般財団法⼈全国地域情報化推進協会（APPLIC）が定める防災業務アプリケーションユニット標準仕様
にある避難⾏動要⽀援者名簿管理のうち、要配慮者障害者福祉情報メッセージと要配慮者介護保険情報
メッセージによって定義されている形式でCSVファイルを既設のシステムから出⼒いただき、クラウド型
被災者⽀援システムに取り込むことで避難⾏動要⽀援者名簿の作成や更新を⾏うことができます。

避難⾏動要⽀援者名簿の更新にあたっては、更新内容についてご担当職員が事前に確認いただいた後に更
新を実⾏するという、より安全な業務⼿順を想定して開発したため、⾃動更新は⾏っておりません。

なお、クラウド型被災者⽀援システムにおいて、住⺠記録システム等にある住⺠基本台帳との連携⽅法
は、下記の2パターンとなります。
（パターンＡ）BCLにある住⺠基本台帳のバックアップから⾃動的に取得する
（パターンＢ）住⺠記録システム等からCSVファイルを取得し、⼿作業により取込を⾏う
このため、⾃動連携を必要とされる場合はパターンAによる御導⼊をご検討ください。

21
避難⾏動要⽀援者
名簿関連

避難⾏動要⽀援者名簿データ（CSV）を取り込む際のヘッダ項⽬は指定されていますで
しょうか。

お⾒込みの通り、避難⾏動要⽀援者名簿データのCSVファイルのヘッダ項⽬は指定となります。詳細は
BOSにある外部インタフェース仕様書の「要⽀援者名簿データ」をご確認ください。

19
避難⾏動要⽀援者
名簿関連

避難⾏動要⽀援者のCSV取り込みが可能とのことですが、この情報は具体的に何になりま
すでしょうか。住所、⽒名、年齢、性別などの基本４情報以外の情報も取り込み可能で
しょうか。
本市では、すでに避難⾏動要⽀援者システムを導⼊しており、対象者を管理しています
が、そこに登録されている配慮情報や連絡先なども連携可能でしょうか。また、⼀度取り
込んでしまえば、それ以降は、住基連携や福祉システムとの⾃動連係は可能でしょうか。
さらに、市内転居などで新たに対象となった⼈も、⾃動的に登録されるのでしょうか。

CSVファイルにより避難⾏動要⽀援者名簿に取り込むことができる事項の詳細はBOSにある外部インタ
フェース仕様書の「要⽀援者名簿データ」をご確認ください。住基4情報をはじめとして、避難⽀援等を
必要とする事由、同居家族、緊急連絡先等の事項を取り込むことができます。

既設システムより当該形式のCSVファイルを出⼒いただくことで本システムの避難⾏動要⽀援者名簿とし
て取り込むことができます。

また、⼀般財団法⼈全国地域情報化推進協会（APPLIC）が定める防災業務アプリケーションユニット標
準仕様にある避難⾏動要⽀援者名簿管理のうち、要配慮者障害者福祉情報メッセージと要配慮者介護保険
情報メッセージによって定義されている形式でCSVファイルを既設のシステムから出⼒いただき、クラウ
ド型被災者⽀援システムに取り込むことで避難⾏動要⽀援者名簿の作成や更新を⾏うことができます。

住⺠基本台帳の情報（いわゆる住基4情報）に変更があり、避難⾏動要⽀援者名簿及び個別避難計画の更
新の必要がある場合の対応⽅法は下記の2つとなります。
①お⼀⼈ずつ対応する場合
避難⾏動要⽀援者名簿の⼀覧表⽰画⾯や、お⼀⼈おひとりの更新画⾯において⽒名・住所・⽣年⽉⽇・性
別に相違がある場合には、相違がある旨の表⽰が⾏われます。新しい情報を取り込む場合、更新画⾯に
「再取得」ボタンが表⽰されますので、この「再取得」ボタンを押すと、新しい情報を取り込むことがで
きます。
②まとめて対応する場合
「避難⾏動要⽀援者名簿作成・更新設定」画⾯において、⽒名・住所・⽣年⽉⽇・性別に相違がある避難
⾏動要⽀援者を確認できるExcelを出⼒することができます。このExcelで新旧の⽒名・住所・⽣年⽉⽇・
性別の内容を確認した上で、新しい情報を取り込む必要がある場合には、まとめて更新することができま
す。

なお、避難⾏動要⽀援者名簿の更新にあたっては、更新内容についてご担当職員が事前に確認するとい
う、より安全な業務⼿順を想定して開発したため、⾃動更新は⾏っておりません。

20
避難⾏動要⽀援者
名簿関連

住⺠基本台帳データのcsv取り込みについて説明がありましたが、⾃動連携は可能でしょう
か。また、転出などで名簿を削除する機能について説明がありましたが、住⺠基本台帳
データの取り込みをし直した場合は、転出者は⾃動的に削除、転居の場合は住所の変更な
ど、⾃動的に反映されますでしょうか。加えて、住⺠基本台帳データの取り込みをし直し
た場合、既に作成した⽀援者名簿、個別避難計画がある場合はどうなりますでしょうか。

住⺠記録システム等にある住⺠基本台帳との連携⽅法は、下記の2パターンとなります。
（パターンＡ）BCLにある住⺠基本台帳のバックアップから⾃動的に取得する
（パターンＢ）住⺠記録システム等からCSVファイルを取得し、⼿作業により取込を⾏う
このため、⾃動連携を必要とされる場合はパターンAによる御導⼊をご検討ください。

クラウド型被災者⽀援システムの内部に取込を⾏った住⺠基本台帳に関する情報が更新され、避難⾏動要
⽀援者に、転居や転出などの異動があった場合には、次のとおり対応することとなります。
①お⼀⼈ずつ対応する場合
避難⾏動要⽀援者名簿の⼀覧表⽰画⾯や、お⼀⼈おひとりの更新画⾯において⽒名・住所・⽣年⽉⽇・性
別に相違がある場合には、相違がある旨の表⽰が⾏われます。新しい情報を取り込む場合、更新画⾯に
「再取得」ボタンが表⽰されますので、この「再取得」ボタンを押すと、新しい情報を取り込むことがで
きます。
②まとめて対応する場合
「避難⾏動要⽀援者名簿作成・更新設定」画⾯において、⽒名・住所・⽣年⽉⽇・性別に相違がある避難
⾏動要⽀援者を確認できるExcelを出⼒することができます。このExcelで新旧の⽒名・住所・⽣年⽉⽇・
性別の内容を確認した上で、新しい情報を取り込む必要がある場合には、まとめて更新することができま
す。
なお、避難⾏動要⽀援者名簿の更新にあたっては、更新内容についてご担当職員が事前に確認するとい
う、より安全な業務⼿順を想定して開発したため、⾃動更新は⾏っておりません。

また、避難⾏動要⽀援者要⽀援者の情報に異動があり、本システムの上で更新を⾏った場合、システム内
に記録されている避難⾏動要⽀援者名簿と個別避難計画のいずれの側から更新を⾏っても、双⽅とも更新
が⾏われ、情報の整合性が図られる設計となっていますので御安⼼ください。
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23 個別避難計画関連
優先順位が把握できるとのことですが、ハザード情報はどこから引っ張ってくるのでしょ
うか。⾃動連携でしょうか。

⽔防法第15条第３項の規定に基づき、洪⽔浸⽔想定区域を含む市町村は、洪⽔ハザードマップを作成
し、各世帯に提供することとされています。⼟砂災害など他の種類の災害についても根拠となる法令は異
なりますが、ほぼ同様の仕組みとなっています。このため、今回、御質問をいただいた防災安全課様にハ
ザード情報がない場合、おたずねのハザード情報は、ハザードマップの御担当者様が把握しているものと
考えられます。

ハザードマップは市町村で作成及び公開されているものをGeoJSON形式ファイル（RFC 7946）としてご
⽤意頂くことで、本システムに読み込むことができます。

GeoJSON形式ファイルは市町村がハザードマップに関する印刷物やホームページ掲載などをGIS事業者等
から調達なされた際の納品物として求めることができるものと思料します。

また、ハザードマップは、shape形式ファイルで納品される場合もありますが、⽐較的容易な⽅法で、
shape形式ファイルをGeoJSON形式ファイルに変換することができます。

本システムへの読み込みは市町村のご担当職員が操作可能な画⾯を備えています。

24 個別避難計画関連
部屋の間取り図はデジタル化できないでしょうか。
避難経路も地図上に表⽰できないのでしょうか。

本システムにおいて、直接、間取り図をデジタル化する機能や、避難経路を地図上に表⽰する機能は備え
ていません。

⼀⽅、間取り図や避難経路等を個別避難計画の⼀部とするため、ファイルとして読込み、記録する機能を
備えています。

25 個別避難計画関連

個別避難計画に掲載する地図情報に避難⾏動要⽀援者の⾃宅から避難所までの避難経路を
掲載する予定です。ご案内して頂いたシステムの地図情報上に、避難経路を編集すること
は可能でしょうか。また、印刷した地図情報を掲載した、個別避難計画を配布することは
可能でしょうか。

本システムにおいて、直接、避難経路を編集する機能は備えていません。

⼀⽅、避難経路等を個別避難計画の⼀部とするため、ファイルとして読込み、記録する機能を備えている
ことから、間取り図や避難計画等を画像ファイルを⽤いて記録した場合、個別避難計画の個票に印刷する
ことができます。

26 個別避難計画関連
協定締結先やケアマネジャーが計画を更新することは可能でしょうか。
市に紙で計画が提出された場合、市がシステムに⼊⼒して更新するのでしょうか。
また、最新の計画をオンライン上で⽀援者が⾒ることはできますでしょうか。

協定締結先やケアマネジャーによる個別避難計画の更新や避難⽀援等関係者への個別避難計画の提供は制
度の運⽤としては可能なものですが、クラウド型被災者⽀援システムでは下記の点にご留意頂く必要があ
ります。

①クラウド型被災者⽀援システムはLGWAN環境で動作しているため、当該環境を協定締結先やケアマネ
ジャーが利⽤できるような情報セキュリティ上の整理を貴市にて実施いただくことが必要となる場合があ
ります。（情報セキュリティポリシーの⾒直しや改正が必要となる場合が考えられます。）

②クラウド型被災者⽀援システムはサブシステム、画⾯ごとの機能制限を⾏うことによって、協定締結先
やケアマネージャーに払い出すログインIDについて避難⾏動要⽀援者関連システム以外のサブシステムを
利⽤できないよう設定することができます。ただし、避難⾏動要⽀援者関連システム内の画⾯では協定締
結先やケアマネージャーが担当されている避難⾏動要⽀援者以外の情報についても閲覧と編集ができてし
まうため、災害対策基本法に基づき提供する名簿情報や個別避難計画情報の範囲、また、業務の範囲など
に関して、当該協定の内容の整理が必要となる場合が考えられます。

27 個別避難計画関連
個別避難計画作成後、転⼊・転出・死亡等があった場合のメンテナンスは、システムでど
のように取り扱われているのでしょうか。

避難⾏動要⽀援者の転出・死亡等により住⺠基本台帳にある住⺠票が消除された場合、避難⾏動要⽀援者
名簿及び個別避難計画の⼀覧画⾯や個票画⾯において⽒名の横に「連携なし」という表⽰がされます。

「連携なし」と表⽰された場合、ご担当職員に内容をご確認頂き、避難⾏動要⽀援者名簿及び個別避難計
画について対応を⾏っていただくことになります。検索画⾯において、住⺠基本台帳にある住⺠票と差異
（転居、性別の変更等）がある者や消除された者を指定して照会することもできます。

なお、避難⾏動要⽀援者名簿及び個別避難計画の更新にあたっては、更新内容についてご担当職員が事前
に確認するという、より安全な業務⼿順を想定して開発したため、⾃動更新は⾏っておりません。

28 避難所関連
内閣府に避難所データベースがあるように思いますが、市町村が個別に再⼊⼒する必要が
ありますでしょうか。

避難所関連システムは、市町村における避難所の指定（災害対策基本法四⼗九条の七）や避難所における
⽣活環境の整備（災害対策基本法⼋⼗六条の六）等に関する事務を効率化するものとなります。避難所に
関する情報の⼊⼒は市町村にて実施頂くこととなります。

29 避難所関連
各都道府県が防災情報システムを導⼊していますが、そのシステムとは連携しないので
しょうか。（例えば、災害名、避難者、避難所開設情報などについて。）

避難所関連システムで記録した避難所状況について、都道府県が個別に整備する防災情報システム等に避
難所の開設状況や避難者数等の情報を連携するための機能を備えています。ただし、情報の連携を⾏うに
は、都道府県側の防災情報システム等による対応が必要となります。

30 避難所関連

避難所でマイナンバーカードがない⼈の対応として、対象者の検索が可能とのことです
が、避難所システムは住基と連携しているということなのでしょうか。それとも、あくま
でも最初に⼊⼒された避難所情報の変更を⾏う場合に、避難所リストの中から検索ができ
るということなのでしょうか。また、⼊⼒した情報をCSV出⼒して本庁に送れるというこ
とですが、逆にいうと、CSV出⼒と本庁でのCSV取り込みをしなければ連携できないとい
うことでしょうか。クラウド型ということであれば、リアルタイム連携が可能なのかと
思ったのですがいかがでしょうか。

避難所⼊退管理アプリはLGWANが敷設されていない避難所でもご利⽤いただけるよう、スタンドアロン
で動作するアプリケーションとしてご⽤意しております。
このため、避難所⼊退管理アプリにはリアルタイムに住⺠の情報は取り込まれておりません。避難所⼊退
管理アプリで避難者（住⺠）の検索を⾏う場合、予め「避難者候補名簿」（CSVファイル）を取り込んで
頂くこととなります。「避難者候補名簿」はクラウド型被災者⽀援システムから町名、丁⽬等を指定して
出⼒することができます。

22 個別避難計画関連
原⼦⼒災害に係る個別避難計画を作成する機能はありますか。
また追加はできますか。

災害対策基本法で規定される個別避難計画は、原⼦⼒災害特別措置法の規定に基づき読み替えを⾏うこと
により、原⼦⼒災害に対しても適⽤されます。

原⼦⼒災害に係る個別避難計画は、内閣府原⼦⼒防災担当が担当しています。

原⼦⼒災害への対応が必要と考える市町村は、「避難⾏動要⽀援者の避難⾏動⽀援に関する取組指針」を
参照するとともに、内閣府原⼦⼒防災担当の通知「原⼦⼒災害に係る個別避難計画の作成等に当たっての
留意点」（令和３年６⽉25⽇付け府政原防第636号）に基づき対応することとなります。

この通知では、各市町村においては、原⼦⼒災害に係る個別避難計画について地域防災計画等に必要な定
めを⾏い、様式に記載すべき事項等を検討した上で、個別避難計画の作成に取り組むこととされていま
す。

また、原⼦⼒災害と原⼦⼒災害以外の災害（以下「⼀般災害」という。）対応に係る個別避難計画は、そ
れぞれの計画の作成が求められていますが、⼀般災害の特記事項として、原⼦⼒災害の留意事項を記載等
するなどして共有化することも考えられるとしています。
（参考）特記事項への原⼦⼒災害に係る追記事項例
・避難に当たっての⼀次集合場所
・避難先市町村名 など

クラウド型被災者⽀援システムでは、これらの事項について、汎⽤項⽬として記載することが可能とされ
ていますので、この意味において原⼦⼒災害に係る個別避難計画を作成する機能はあります。
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31 避難所関連

当市では、住⺠情報等を参照できる基幹系、各種業務情報を参照するLGWAN系とで利⽤
できるネットワークを分けており、基幹系とLGWAN系ではそれぞれ利⽤できるPCを分け
ています。この場合、クラウド型被災者⽀援システムを利⽤するには、専⽤のPCが基幹
系、LGWAN系に追加でもう１つ要する（全て使⽤する場合、職員は1⼈で3台のPCを使
⽤）こととなりますでしょうか。
また、この場合、発災時において、職員は避難所に専⽤PCを持ち込んで開設状況や避難状
況を更新すると考えられますが、避難所の数だけPCを準備すること、職員としても発災時
に慣れないシステムを扱うことでの混乱が発⽣しないかが気になるところです。
専⽤PCが必要か、および上記のような発災時のPC台数や⼈員への負担を軽減する運⽤⽅
法があれば、ご教⽰ください。

新たに端末をご⽤意いただかず、既存のLGWAN端末をご利⽤いただく形で問題ございません。但し、本
システムをご利⽤いただく上での推奨スペックを満たす必要はあります。
避難所での業務につきましては、避難所⼊退管理アプリというソフトウェアをインストールしていただき
ます。こちらはスタンドアロンで動作いたしますので、LGWAN系である必要はございません。
BOSにて上記の避難所⼊退管理アプリを含む本システムの操作マニュアルを公開しておりますので、避難
所の端末に事前にマニュアルをダウンロードしていただく等の対応が可能です。
合わせて推奨スペックについてもご確認ください。
PCの台数を節約する⽅法として、普段LGWANに接続しているPCを避難所に持ち込み、スタンドアロンで
避難所⼊退管理アプリを使⽤して避難所名簿を作成した後、帰庁後にLGWANに接続して避難者名簿をク
ラウド型被災者⽀援システムに取り込むような使⽤⽅法が考えられます。
なお、実際の使⽤あたっては、貴市の情報セキュリティーに関する規則等と整理を⾏った上でご検討くだ
さい。

32 避難所関連
避難所関連のメニューは必ず使⽤しなければならないものなのでしょうか。既に避難所に
関するシステムがある場合の連携はCSVファイルを連携しなければならないのでしょう
か。

避難所関連システムに限らず、本システムの機能について必ず使⽤することを求めているものはございま
せん。市町村の運⽤の実態に合わせてご利⽤ください。

33 避難所関連
システムで災害名を⼊⼒とのことですが、被災者⽀援が必要な災害が発⽣した場合、国の
⽅で災害名を決定したりしないのでしょうか。

クラウド型被災者⽀援システムの災害名称は災害別に情報を記録するために便宜上設定するものとなり、
制度において厳密に命名を定められているものではありません。
また、災害発⽣時においては市町村が避難所開設などの対応を最初に⾏うことになりますが、この段階で
は国において災害の名称や呼称を定めていない場合が多いものと考えられるため、まずは、市町村で登録
いただく、という運⽤を想定しています。
その後、国が災害の名称や呼称を発表した以降、災害名称を変更することはできます。

34 避難所関連
避難所に⼊所するのに、なぜパスワードが必要なのでしょうか。
かざすだけで出来ないのでしょうか。

マイナンバーカードの券⾯事項⼊⼒補助APを⽤いているため、マイナンバーカードそのもののルールに
より、パスワードの⼊⼒が必須となっております。

35
罹災証明書等の申請/
コンビニ交付関連

⼾籍の証明書のコンビニ交付を実現する予定はありますでしょうか。 BCLでは現時点で予定はございません。

36
罹災証明書等の申請/
コンビニ交付関連

クラウド型被災者⽀援システムを「パターンB」で導⼊検討しています。
システムの外部インタフェース仕様書に記載されている「外字」項⽬にフラグを設定して
いる場合と設定していない場合のシステムの挙動について御教授ください。

クラウド型被災者⽀援システムでは、外字の場合、外字フラグにチェックが⼊り、画⾯上では「★」で表
⽰されますが、罹災証明書などの証明書を窓⼝から発⾏しようとしてもPDF出⼒はできません。また、罹
災証明書や被災証明書はコンビニ交付した場合も、同定候補がなく、★を設定した⽂字が存在する場合、
コンビニ交付できません。

37
罹災証明書等の申請/
コンビニ交付関連

証明発⾏サーバを基幹システム提供ベンダに⺠間委託している場合は、当該ベンダの証明
発⾏サーバを⽤いた罹災証明書のコンビニ交付ができないという理解でよろしいでしょう
か。また、コンビニ交付ができない場合、証明書ごとに別々の証明発⾏サーバを構築する
ことは⾃治体側の管理負担がそれぞれ⽣じることから好ましくないと考えます。そのた
め、⺠間委託している証明発⾏サーバからも罹災証明書のコンビニ交付が可能となるよう
J-LIS側のインターフェース等を開放する等をすべきと考えますが、いかがでしょうか。

現在の⽅針としての運⽤はご認識のとおり、罹災証明書等のコンビニ交付は既存の証明発⾏サーバーでは
なくBCL上の証明発⾏サーバーを⽤いることを前提とさせていただいております。
ご要望の件については今後の検討課題として管理させていただきます。

38
罹災証明書等の申請/
コンビニ交付関連

電⼦申請は申請情報優先とする機能があるため、住登外住⺠だけでなく、転出者に対して
も罹災証明書の交付は可能でしょうか。また住⺠票等のコンビニ交付は転出した場合は交
付不可と存じますが、罹災証明も同様の理解でよろしいでしょうか。

お尋ねの「転出者」は、発災当時は当該市町村に居住実態及び住⺠票があり、その後市町村外に居住を移
したという認識でしょうか。この場合であれば、住⺠基本台帳等を基に作成する被災者台帳は、発災時に
時点を固定しますのでコンビニ交付も可能となります。
なお、発災時の住⺠基本台帳等に住⺠記録がない⽅（住登外者）についても、被災者台帳の作成と利⽤者
証明⽤電⼦証明書の記録によってコンビニ交付ができることとなっております。

39
罹災証明書等の申請/
コンビニ交付関連

罹災証明書等の発⾏について、デモンストレーションでは、申請を受けてから被害認定後
コンビニ交付までの説明でしたが、罹災証明書等の「交付」はコンビニで被災者が受けら
れるとしても、罹災証明書等発⾏の「申請」についてはコンビニ等オンラインでなく、紙
⾯等での申請⾏為が必要となるでしょうか。

コンビニ交付につきましては、マイナポータルを⽤いた電⼦申請により受理した申請も可能となります。
なお、紙による申請の場合は、受理の際にマイナンバーカードを⽤いて、マイナンバーカードに記録して
ある「利⽤者⽤電⼦証明書（40桁のシリアルコード）」を登録する必要があります。

40 各種⽀援制度関連
説明会では触れていませんでしたが、災害救助法に基づく各種⽀援についても取り込み、
⼊⼒、進捗管理は可能ということでしょうか。

今回の説明会にてご案内した電⼦申請機能を含む各種⽀援制度関連の機能は、被災者⽣活再建⽀援⾦、災
害弔慰⾦、災害障害⾒舞⾦、災害援護資⾦を対象としております。
災害救助法関連の⼿続きにつきましては、被災者台帳において世帯ごとに「その他の⽀援認定情報」の⼤
項⽬を設けており、「⽣活必須品の給付」、「学⽤品現物⽀給」、「⾐料の給付」、「⾷料の給付」、
「住宅の応急修理」、「公営住宅等⼊居」のチェックボックスによって⽀援の有無の管理が可能となって
おります。
また、その他の項⽬については、任意の項⽬の追加ができるユーザー定義台帳上に災害救助法の救助項⽬
を追加いただくことで、管理が可能となっております。

41 被害認定調査関連
被害認定調査の追加機能は予定していないとありましたが、他の被害認定調査システムと
の連携など新たな動きはありますか。

現在の仕様において、すでに⺠間の被害認定調査システムとの連携機能は設けております。
クラウド型被災者⽀援システム単独での被害認定調査機能などの追加実装は予定しておりません。

42 被害認定調査関連

被災者⽀援において、罹災証明書の迅速な交付は重要であると考えますが、罹災証明書の
発⾏において、最も時間がかかると想定されるのは、被害認定調査だと認識しておりま
す。本システムでは、被害認定調査は⼿動にて⾏うこととなりますが、その点はどのよう
にお考えになられていますでしょうか。本システムに付帯しての調査システムの提供など
は考えておりませんでしょうか。

被害認定調査機能については、すでに⺠間事業者などが提供しているシステムの活⽤が進んでいることか
ら、クラウド型被災者⽀援システムでは、それらのシステムとの連携を可能とする仕様としています。

43 被害認定調査関連
クラウドで構築されており、インターネットがあればどこからでもアクセスできることを
強調されておりましたが、住家認定調査をタブレット端末等を使って現地で⼊⼒できるよ
うにならないのでしょうか。

クラウド型被災者⽀援システムはLGWAN-ASPで提供されているためインターネットから直接使⽤するこ
とはできませんが、インターネットを介したクラウド型被災者⽀援システムの利⽤⽅法として、例えば、
「⾃治体テレワークシステム for LGWAN」などを使⽤することで、任意のタブレットなどで接続するな
どの構成が考えられます。
なお、実際の使⽤あたっては、市町村の情報セキュリティーに関する規則等と整理を⾏った上でご検討く
ださい。

44 被災者台帳関連
復旧期の各種被災者⽀援⼿続きにおいて、災害援護資⾦等の貸付⾦返還納⼊状況、交渉状
況を⼊⼒し管理することは可能でしょうか。

災害援護資⾦については、ステータスを⽤いた進捗管理の機能がございます。ステータスには、「⼿続
中」、「貸付承認」、「貸付不承認」、「償還完了」、「⼀部繰上償還」、「⼀時償還」、「償還免除承
認」、「償還免除不承認」、「償還⽀払猶予承認」、「違約⾦⽀払免除承認」、「違約⾦⽀払免除不承
認」、「返還⼿続中」、「返還完了」、「返還不能」、「返還取消⼿続中」、「返還取消」をご⽤意して
おります。
また、災害援護資⾦特有の貸付情報として、貸付区分（住居の全壊等の要件の該当理由）、貸付額、貸付
⽇の登録が可能です。
⼀⽅、ご照会いただきました貸付⾦返還納⼊状況（残⾼管理）や交渉状況の管理等の債権管理機能につい
ては、実装がございませんので、本システム外で管理を⾏っていただくこととなります。

45 その他 住基情報（住⺠情報）はクラウド型被災者⽀援システムと⾃動連携しますか。
契約パターンAの場合、夜間処理にて住基情報は⾃動で更新されます。
契約パターンBの場合、⾃動連係機能はございません、団体様で住基情報を基にCSVファイルを作成いた
だき、システムに⼿動でアップロードいただくことで更新されます。

46 その他
被災者⽀援システムへの被災者の登録は、罹災申請（罹災証明書の申請）と避難所への避
難者名簿、どちらが先になりますでしょうか。その想定はいかがでしょうか。

罹災申請（罹災証明書の申請）と避難者名簿への記録は、どちらが先でも対応可能です。また、制度とし
てもどちらが先着すべきという定めはございません。
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47 その他

住基台帳と⼿動連携のパターンで導⼊した場合、平常時に取り込んだ住基台帳をもとに個
別避難計画などを作成しますが、発災時に被災者台帳を作成するため発災時点の住基台帳
を取り込んだ場合、平常時の住基台帳（過去のデータ）で作成した個別避難計画などは、
発災時の住基情報（現在）にしっかり紐づけされるという理解でよろしいでしょうか。

住⺠記録システム等からクラウド型被災者⽀援システムに取り込んだ⽒名・住所・⽣年⽉⽇・性別（いわ
ゆる住基4情報）と、避難⾏動要⽀援者名簿及び個別避難計画に記録されている⽒名・住所・⽣年⽉⽇・
性別の間に相違がある避難⾏動要⽀援者を「避難⾏動要⽀援者名簿 検索」画⾯から検索することができ
ます。
住基4情報と相違があり、更新の必要がある場合の対応⽅法は下記の2つとなります。
①避難⾏動要⽀援者名簿及び個別避難計画の⼀覧表⽰画⾯や、お⼀⼈おひとりの更新画⾯において⽒名・
住所・⽣年⽉⽇・性別に相違がある旨の表⽰が⾏われるとともに、更新画⾯では「再取得」ボタンが表⽰
されます。「再取得」ボタンを押すと、新しい情報を取り込むことができます。
②「避難⾏動要⽀援者名簿作成・更新設定」画⾯において、⽒名・住所・⽣年⽉⽇・性別に相違がある避
難⾏動要⽀援者を確認できるExcelを出⼒することができ、新旧の⽒名・住所・⽣年⽉⽇・性別の内容を
確認した後、まとめて更新することができます。

なお、避難⾏動要⽀援者名簿及び個別避難計画の更新にあたっては、更新内容についてご担当職員の事前
のご確認をいただくことを推奨しているため、⾃動更新は⾏っておりません。

48 その他
都道府県が市町村の情報、システムにアクセスすることはできますでしょうか。その場
合、都道府県も契約が必要でしょうか。また、個⼈情報の管理について予め措置しておく
必要等ございますでしょうか。

都道府県の職員として市町村所状況を把握するための利⽤は出来ませんが、個⼈情報の取り扱いの整理を
⾏った上で応援職員として使⽤いただくことは可能です。

49 その他
すでに⾃治体から申し込みがあったとのことですが、運⽤を開始している⾃治体はありま
すでしょうか。

システムが運⽤開始可能な状態になっているお客様は現在14団体ございますが、実際に災害時に対する運
⽤については各団体様にお任せしております。

50 その他

東⽇本⼤震災の被災地域である本市では、現在「⽣活再建⽀援管理システム」というシス
テムを導⼊し、運⽤しております。現在、当該システムでは、災害援護資⾦の残⾼管理や
⼊⾦消込、督促等の債権管情報を⼀括管理しております。
被災者⽀援システムには当該システム同様の災害援護資⾦の債権管理機能は付属されてい
ますでしょうか。
また、債権管理機能がない場合、災害援護資⾦の債権管理についてはどのような対応⽅法
を考えられておりますでしょうか。

災害援護資⾦については、被災者⽣活再建⽀援⾦同様、ステータスにて進捗管理を⾏うことが出来ます。
ステータスには、「⼿続中」、「貸付承認」、「貸付不承認」、「償還完了」、「⼀部繰上償還」、「⼀
時償還」、「償還免除承認」、「償還免除不承認」、「償還⽀払猶予承認」、「違約⾦⽀払免除承認」、
「違約⾦⽀払免除不承認」、「返還⼿続中」、「返還完了」、「返還不能」、「返還取消⼿続中」、「返
還取消」をご⽤意しております。
災害援護資⾦特有の貸付情報として、貸付区分（住居の全壊等の要件の該当理由）、貸付額、貸付⽇の登
録が可能です。
⼀⽅、残⾼管理や督促等の債権管理機能については、実装がございませんので、本システム外で管理（現
在使⽤されている⽣活再建⽀援管理システムとの併⽤等）を⾏っていただくこととなります。

51 その他
令和７年度以降、標準システムとの連携はどのようになる想定でしょうか。現在までに公
開されているBCL上の連携APサーバを⽤いる⽅法やCSVファイルを⽤いて住⺠情報を連携
させる⽅法に変更はないのでしょうか。

本システムと標準化等の対応につきましては、今後の検討課題とさせていただきます。

52 その他

「外字」項⽬のフラグ設定がなくシステムを運⽤した場合、「外字」の⽒名の利⽤者が罹
災証明書のコンビニ交付サービスを利⽤した時には発⾏される罹災証明書の⽒名欄に空欄
が⽣じてしまうという認識でよいでしょうか。その場合は、公的書類として不備があると
思いますが、いかがでしょうか。

クラウド型被災者⽀援システムでは、⽂字フォントはIPAmj明朝になります。
ご利⽤のフォントがIPAmj明朝ではない場合、IPAmj明朝に対応した同定作業が必要となります。「外
字」をかな表記として同システムに取り込むかについては、団体様のご判断にお任せいたします。外字項
⽬の連携等につきましては、今のところ未定です。

53 その他
税や保険料等の減免措置をするために、住家被害認定調査の結果のみを参照し、⼿続き状
況をシステム上のどこかに記録しておくような運⽤は可能でしょうか。

住家被害の判定結果は、被災者台帳及び被災住家等台帳に項⽬として⽤意していますので、それぞれを
CSV出⼒することにより確認が可能となります。
なお、被災者台帳の管理項⽬には「減免の実施状況」を管理する項⽬があり、税や保険料等の減免実施の
有無をチェックボックスで管理することができることとなります。

54 その他
平時から都道府県下避難所全体の管理、把握を⾏うことはできますでしょうか。特定の情
報の抽出や、登録など、⼀元的に管理できると理想的です。その場合の契約、費⽤等につ
いても教えてください。

本システムから各市区町村が避難所情報を出⼒し、都道府県で取りまとめるといった運⽤は可能ですが、
都道府県で導⼊・契約等の想定はしておりません。

55 その他

避難所の状況など、既に国に報告するために都道府県下でシステム化されているものもあ
る中で、同内容を整合性を保ちながら複数のシステムに記⼊することは⾮効率であると考
えます。本システムでの⼊⼒を以て、都道府県や国への各種報告と兼ねられる仕組みにし
ていただけないでしょうか。

避難所関連システムで記録した避難所状況について、都道府県が個別に整備する防災情報システム等に避
難所の開設状況や避難者数等の情報を連携するための機能を備えています。ただし、情報の連携を⾏うに
は、都道府県側の防災情報システム等による対応が必要となります。

56 その他
クラウドということでデータが安全に保管されるような説明でしたが、具体的にどこのク
ラウドサービスを使ったシステムなのでしょうか。

ECL及びMicrosoftAzureです。

57 その他

⾃治体はそれぞれの住基システムベンダーを利⽤し、それぞれが「外字」を持っていると
思いますが、住基データの⽂字フォントがIPAｍJ明朝を使⽤していない場合やフォントの
デザイン差については、⾃治体ごとにIPAｍJ明朝に対応した同定作業を実施する必要があ
りますでしょうか。加えて、MJ＋が導⼊されるまでの間は「外字」をかな表記として、同
システムへ取り込み、「外字」を⽒名に含む⽅へは罹災証明書のコンビニ交付サービスを
利⽤できない旨の周知をする必要がありますでしょうか。また、パターンAで同システム
を導⼊した場合についても、既存住基システムの⽂字フォントがIPAｍJ明朝と異なること
がありうるが、「外字」項⽬について、⾃治体情報システムの標準化・共通化までは、J-
LISが「外字」項⽬の連携を⾏う等の措置は⾏わないのでしょうか。

クラウド型被災者⽀援システムでは、⽂字フォントはIPAmj明朝になります。
ご利⽤のフォントがIPAmj明朝ではない場合、IPAmj明朝に対応した同定作業が必要となります。「外
字」をかな表記として同システムに取り込むかについては、団体様のご判断にお任せいたします。外字項
⽬の連携等につきましては、今のところ未定です。
また、外字を含む⽅へのコンビニ交付サービスがご利⽤できない旨の周知も必要です。

58 その他

現在、クラウド版ではないJ-LISの被災者⽀援システムを運⽤し、罹災証明書の発⾏をする
こととしていますが、当該システムのサポート〔法令改正等に伴う更新など）は今後も継
続するのでしょうか。それとも、クラウド版を出したことで、今後、現在使⽤している被
災者⽀援システムは使⽤できなくなるのでしょうか。

現在ご利⽤中の被災者⽀援システムにつきましても、サポートは当⾯継続する予定です。

59 その他
物資調達・輸送調整等⽀援システムとの連携はなされているのでしょうか。発災時、被災
者、避難者情報と連動させたプッシュ型の物資配送や、広域避難が発⽣した場合の物資の
振り分けなどが有機的に⾃動で実施できるとオペレーションが効率化します。

発災時の物資⽀援をより効率化するため、クラウド型被災者⽀援システムについて、内閣府が⾃治体向け
に提供する物資調達・輸送調整等⽀援システムとの連携の検討を進めているところです。

60 その他

本システムの導⼊にあたって、災害時における⾃治体の最たる不安は、システムバック
アップ体制であると考えます。⼀部の⺠間被災者⽀援システムの提供業者では、災害時に
おいてのサポートデスクの現地派遣及び被災者⽀援業務のバックアップ⼈員の派遣がされ
ております。サポートデスクの現地派遣を含めた確実なバックアップ体制を本システムの
導⼊にあたって確約できるのでしょうか。

サポートについてはサポートデスクの派遣ではなく、緊急連絡先のアドレスにおけるメールでのやり取り
及び、業務運⽤システム（BOS）にてオンラインでサポートさせていただきます。
また、BOSには各業務に対してどのマニュアルを参照すればよいかのマニュアルガイドも掲載されていま
すのでご活⽤ください。
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クラウド型被災者⽀援システムに関する主な質問と、内閣府及び地⽅公共団体情報システム機構（J-LIS)の回答（R４.７.26）
No 分類 ご質問 回答

1 費⽤全般
⾃治体基盤クラウドの導⼊に関する費⽤については、クラウド型被災者⽀援システムの導⼊
費⽤とは別と考えればよいでしょうか。

⾃治体基盤クラウド（BCL)を導⼊してクラウド型被災者⽀援システムを利⽤する場合は、パターンAに該当しま
す。その際、⾃治体基盤クラウドによるコンビニ交付の導⼊とクラウド型被災者⽀援システムの導⼊で、別々に
導⼊費⽤が掛かることはありません。
住基情報の⾃動連携環境を構築いただくことで、コンビニ交付（住⺠票・印鑑証明）とクラウド型被災者⽀援シ
ステムの双⽅を利⽤することができます。

2 費⽤全般 汎⽤項⽬について市町村で設定が可能とのご説明がありましたが、費⽤はかかりますか。 汎⽤項⽬の設定を⾏うことにより、追加の費⽤負担はございません。

3 費⽤全般 導⼊経費やシステム利⽤料に関して費⽤対効果を検証できるデータはありますか。 費⽤対効果を検証できるデータは現時点ではございません。

4 費⽤全般 ランニングコストを軽減するため、機能を制限して利⽤することはできますか。
現時点では、⼀部機能のみ利⽤する場合の料⾦設定はしておりませんが、今後、いただいたご意⾒を踏まえて検
討してまいります。

5 費⽤全般 被災者がコンビニで罹災証明書を受け取る場合、被災者に費⽤負担は⽣じますか。 コンビニの印刷機能上、最低料⾦として印刷料⾦10円を⽀払っていただく必要はございます。

6 費⽤全般 システム利⽤料⾦について、パターンAとパターンBでは利⽤料⾦に違いがありますか。

パターンA、パターンBのどちらを選択した場合でも、クラウド型被災者⽀援システムの利⽤料は変わりません。
ただし、その他の費⽤も必要となる場合がございます。例えばコンビニ運営負担⾦については、BCL導⼊状況や
コンビニ交付導⼊状況等により異なりますので、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
また、J-LISからの事務連絡「クラウド型被災者⽀援システムの利⽤申込受付開始について（通知）（令和４年６
⽉３０⽇）」のとおり、既にコンビニ交付を実施している場合においてもパターンAが利⽤可能となるなど利⽤範
囲も広がっておりますので、改めてご検討ください。

7 費⽤全般 令和5年度以降に導⼊する場合の地⽅財政措置について教えてください。
緊急防災・減災事業債は令和７年度までとなります。また、マイナンバーカードの多⽬的利⽤に要する経費に係
る特別交付税や新型コロナウイルス感染症対応地⽅創⽣臨時交付⾦については、令和５年度以降は未定です。

8 費⽤全般 コンビニ交付を昨年度導⼊したばかりですが、特別交付税の上限額は別枠となりますか。
マイナンバーカードの多⽬的利⽤に要する経費に係る特別交付税の上限額については、団体当たり毎年度60,000
千円です。このため、昨年度コンビニ交付を導⼊している場合であっても、今年度の上限額も60,000千円となり
ます。

9 費⽤全般
今年度に導⼊する場合の緊急防災・減災事業債について確認したい事があるのですが、問合
せ先を教えていただけますか。

緊急防災・減災事業債については、各⾃治体の財政担当課にご相談いただいたうえで、必要に応じて各都道府県
の市町村担当課にご相談ください。また、緊急防災・減災事業債の対象範囲の詳細については、①令和4年度地⽅
債についての質疑応答集②地⽅債同意等基準運⽤要綱もあわせてご確認ください。

10 費⽤全般
本システムの運⽤にあたり⼊⼒に必要な⼈材を配置する必要があると思いますが、運⽤に係
る経費に管理に必要な⼈件費に関して特別交付税措置の対象となるのでしょうか。

運⽤に係る経費の管理に必要な⼈件費等は、マイナンバーカードの多⽬的利⽤に要する経費に係る特別交付税の
対象としておりません。

11 費⽤全般
「9⽉補正であれば令和5年度からの運⽤開始になる」という説明がありましたが、令和4年
度導⼊分に向けたシステム整備費⽤について、特別交付税措置は対象となるのでしょうか。

マイナンバーカードの多⽬的利⽤に要する経費に係る特別交付税においては、クラウド型被災者⽀援システムの
利⽤が令和５年度〜であった場合も、令和4年度においてシステム整備に必要な事業を⾏った場合は、当該費⽤に
ついては対象となります。また、令和４年度にこれらの事業を実施した場合は、最⻑令和6年度まで特別交付税の
対象となります。

12 契約全般
導⼊を検討するにあたって、基本的には⺠間のシステムと⽐較しても最安値であることが前
提となると考えていますが、特命随意契約とできる理由等はありますでしょうか。

本システムは、被災者台帳機能をベースとし、更に平時からの個別避難計画の作成や避難所管理機能、そして災
害時の罹災証明書のコンビニ交付等、被災者⽀援業務を網羅的にカバーできます。また、住⺠情報データをバッ
クアップとして保管するので、⼤規模災害に備えたBCP対策としても有効です。

13 契約全般
他の市町と連携して住基システム等のシステム運営を⾏っていますが、住基システムの運営
の単位で１システムの導⼊は可能ですか。

クラウド型被災者⽀援システムは、⾃治体（市区町村単位）でご契約いただくことを想定しております。

14 契約全般 既に導⼊を決めている⾃治体数を教えてください。
クラウド型被災者⽀援システムについては、J-LISからの事務連絡「クラウド型被災者⽀援システムの利⽤申込受
付開始について（通知）（令和４年６⽉３０⽇）」のとおり、利⽤申込受付開始のご案内をいたしました。申し
込みに伴い、現在、多くの⾃治体からのお問い合わせを頂いております。

15 導⼊全般

導⼊パターンはお⽰しの２パターンでしょうか。既に住⺠票等のコンビニ交付に対応してお
り、被災者⽀援システムも導⼊をしております。
現在、既存の被災者⽀援関連システムの継続かクラウド型被災者⽀援システムへの乗り換え
を考えており、クラウド型被災者⽀援システムを利⽤する場合は、既にコンビニ交付に対応
しているため、パターンＢに該当すると認識しています。その場合、他社の被災者⽀援関連
システムを継続して利⽤しなければならないのでしょうか。

導⼊パターンはパターンA⼜はパターンBの２パターンとなります。パターンA・パターンBいずれの場合も、既
存の被災者⽀援システムとクラウド型被災者⽀援システムを併⽤しデータ連携することが可能です。また、既存
の被災者⽀援システムからクラウド型被災者⽀援システムへ乗り換えていただくことも可能です。既にコンビニ
交付を利⽤されている場合は、これまでパターンBをご案内させていただいておりましたが、J-LISからの事務連
絡「クラウド型被災者⽀援システムの利⽤申込受付開始について（通知）（令和４年６⽉３０⽇）」のとおり、
この度、パターンAもご利⽤可能となりました。このため、コンビニ交付を導⼊済みの⾃治体もパターンＡでの
導⼊も可能です。その場合、住⺠票等のコンビニ交付は既存のシステムをご利⽤いただきながら、クラウド型被
災者⽀援システムにおいて、住⺠台帳のデータのバックアップデータの⾃動連携機能もご利⽤可能としておりま
す。

16 導⼊全般
別部署で住⺠票や印鑑登録証明等をコンビニ交付を導⼊しているが、本課としての導⼊パ
ターンはAとBのどちらになるか。

これまで、既にコンビニ交付を利⽤されている場合は、パターンBをご案内させていただいておりましたが、今
般、J-LISからの事務連絡「クラウド型被災者⽀援システムの利⽤申込受付開始について（通知）（令和４年６⽉
３０⽇）」のとおり、パターンAもご利⽤可能となりました。

17 導⼊全般
パターンBの場合、住基との連携はCSVで⾏うのみというように⾒えましたが、連携環境を
整えればパターンBでも住基との⾃動連携は可能でしょうか。

⾃動連携機能はパターンAのみ利⽤可能となり、パターンBはCSV連携のみとなります。ただしパターンBのCSV
連携においても、RPA等を活⽤するなど、運⽤での対応が可能です。⾃治体側の環境や実現したい運⽤にも関わ
るので個別に相談をさせて頂ければと思います。

18 導⼊全般
昨年12⽉の説明会の際に、既にコンビニ交付を導⼊している⾃治体は、パターンBしかない
旨を聞いておりますが、その場合、住基データとの連携は、ＣＳＶしか⽅法がないのでしょ
うか。⾃動連携は不可という認識でよいのでしょうか。

⾃動連携機能はパターンAのみ利⽤可能となり、パターンBはCSV連携のみとなります。ただし、J-LISからの事
務連絡「クラウド型被災者⽀援システムの利⽤申込受付開始について（通知）（令和４年６⽉３０⽇）」のとお
りコンビニ交付を導⼊済みの⾃治体も、パターンＡでの導⼊が可能となりました。

19 導⼊全般
パターンBが２つに分かれていますが、違いを教えてください。コンビニ交付システムを別
システムで既に導⼊済で、被災者⽀援システムとBCLを導⼊する場合、もしくは被災者⽀援
システムのみを導⼊する場合はパターンBのどちらになりますか。

既にコンビニ交付を別システムで対応されている場合は、パターンBが想定されますが、その場合は被災者⽀援の
機能（罹災証明書等のコンビニ交付）に対応しています。パターンBの２つの分類は、既に住⺠票等のコンビニ交
付を導⼊済みの場合と、コンビニ交付を未導⼊の場合を別で記載しております。この場合、コンビニ交付サービ
スの運営負担⾦について、前者は既に⽀払い済みのため追加負担なし、後者は新たに⽀払う必要があるため、費
⽤として追加をしております。
なお、ＢＣＬを導⼊する場合はパターンＡとなり、住⺠票等のコンビニ交付機能に加え、被災者⽀援の機能（罹
災証明書等のコンビニ交付）に対応します。

20 導⼊全般

クラウド型被災者システムを利⽤する場合、利⽤⾃治体側で何らかの制約やシステム構築の
必要性はありますでしょうか。
例）罹災証明のコンビニ交付機能を利⽤する際は、⾃治体側で連携システム等を必ず構築す
る必要性など

パターンAで導⼊される場合は、住基データのバックアップを⾃動で連携するため、連携サーバーを構築し、既存
の住基システムを改修する必要があります（既にBCLに参加済の⾃治体を除く）。
パターンBで導⼊される場合は、連携⽤住基データをCSVで抽出する機能の構築が必要となります。

21 導⼊全般
このクラウド型被災者⽀援システムについてデモを操作することができるサイト等はありま
すか。

⾃治体の⽅にご覧いただくための簡易なデモ環境は、今後LGWAN-ASPにおいて構築する予定です。
当⾯は、直接お伺いする⼜はオンラインでの打ち合わせ等を実施するなどにより、内閣府やJ-LISで⽤意したデモ
をご覧頂くことで代替とさせて頂く予定です。なお、デモの実施については、できる限り⾃治体の皆様のご要望
に沿った内容をご覧いただけるよう、個別に対応してまいります。

22 導⼊全般
個別避難計画の作成・更新や避難所情報の登録・更新等は⾏政での⼊⼒を前提とされている
ように思われますが、⾏政外部にアカウントを配布することは、システムの仕様上可能で
しょうか。

システムの仕様上は可能です。アカウントの運⽤は各⾃治体様にて決めていただく想定です。貴団体にて⾏政外
部の⽅のためのアカウントを払い出し、⾏政外部の⽅にアクセスいただくことは可能です。
なお、LGWANの利⽤環境及び個⼈情報の取扱いに関し、各市町村のルールとの整合について留意が必要となりま
す。

23
システム
全般

コンビニ交付サービスについて今後、税証明などほかの証明書の交付も対応される可能性は
ありますか。

税証明については、令和４年度中にシステムの対応を⾏い、令和5年度より利⽤開始とする予定です。

24
システム
全般

ＧＩＳ関連機能は今後実装予定とのことですが、⾃治体が作成したＧＩＳデータを活⽤して
連携すると考えてよろしいでしょうか。

⾃治体でご準備いただいたGISデータ（ハザードマップ等）をアップロードし活⽤できるよう実装する予定です。

25
システム
全般

被害認定調査結果の⼊⼒はOCRで⼊⼒できますか。 ⼊⼒できません。

26
システム
全般

発災時、県内市町村各地の稼働状況を県でタイムリーに確認することが可能でしょうか。
クラウド型被災者⽀援システムにおいては、市町村から割り振られたアカウントでログインすることにより、被
災者⽀援システムの利⽤状況を確認することが可能です。
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27
システム
全般

県内市町村の稼働状況を県でタイムリーに確認することが可能な場合、県としても何らかの
契約⾏為が必要でしょうか。

クラウド型被災者⽀援システムを導⼊した⾃治体からIDや権限等を付与されるにあたって、J-LISとの契約等は不
要です。ただし、クラウド型被災者⽀援システムの利⽤について、契約を⾏った市区町村等と、運⽤の検討が必
要です。

28
システム
全般

各市町村との連携についてご教⽰いただきましたが、各都道府県との連携や都道府県の役割
はどのようになっているのでしょうか。

他の都道府県や市町村から派遣された応援職員等に本システムのIDや権限を付与することで、状況確認や、代理
⼊⼒を⾏うことができます。

29
システム
全般

被害認定調査システムは別で⽤意が必要になりますか。

本システムでは、
・ＧＩＳを利⽤した指定領域内の住家の被害の⼀括登録
・⾃⼰判定⽅式での電⼦申請受付、コンビニ交付
などの被害認定調査の迅速化に資する機能を有しておりますが、それ以外の被害認定調査に関するシステムにつ
いては、別での⽤意が必要となります。
なお、他のシステムを活⽤した場合においても、本システムと連携することにより、罹災証明書のコンビニ交付
は可能でございます。

30
システム
全般

本システムは、基幹系システムの情報と重複する部分が多いと思われますが、将来的には標
準化された基幹系システムとの連携は予定されていますか。

現時点では予定しておりませんが、今後クラウド型被災者⽀援システムが普及し災害対応業務の標準化が推進さ
れることで、将来的に基幹システムとの連携も可能になると想定します。

31
システム
全般

災害救助法による救助である仮設住宅や応急修理などについて、クラウド型被災者⽀援シス
テムの被災者台帳機能と連携はできますか。

応急修理、公営住宅等⼊居を管理する項⽬は被災者台帳に設けております。ただし、インターフェースとしては
設けていないため、外部システムとの連携に対応しておりません。

32
システム
全般

⾃治体情報システムの標準化対応後は、住⺠記録システムや障害者福祉システム等との連携
機能は実装されますか。

⾃治体情報システムの標準化後の連携⽅法は今後の検討となりますが、現在の本システムでも住⺠基本台帳や障
害福祉に関するシステムとの連携は可能です。

33
システム
全般

避難所状況の登録内容や避難者登録の状況は、都道府県が独⾃に構築している災害対策情報
システム等と共有することは可能でしょうか。

避難所状況や避難者名簿についてはCSV出⼒やCSV取込が可能となっておりますので、他のシステムとデータ形
式を合わせることで、システム間の情報共有が可能となります。

34
システム
全般

避難者の情報は、消防庁の安否情報システムとの共有はできますか。 令和5年度の消防庁における「安否情報収集システム」更改にあわせて連携を検討していく予定です。

35
システム
全般

⾃治体の防災システムとの連携は可能でしょうか。イメージとしては、市システムの操作に
よりクラウド型システムに更新を⾏うイメージです。

現時点では、⾃治体の防災システムとの連携機能は搭載しておりません。今後、いただいたご意⾒を踏まえて検
討してまいります。

36
システム
全般

既存の避難⾏動要⽀援者システムがあり、当該システムに登録されているデータを活⽤した
いが、クラウド型被災者⽀援システムに取り込む際に、列の順番などの様式はありますか。

避難⾏動要⽀援者名簿については、APPLICの「防災業務アプリケーションユニット」における「避難⾏動要⽀援
者名簿管理ユニット標準仕様V1.1」に準拠して作成されたCSV形式ファイルを取り込むことができます。
なお、上記標準仕様以外に本システムが固有で⽤意した情報項⽬を含むデータ仕様については、準備ができ次
第、ご案内いたします。

37
システム
全般

クラウドの使⽤料⾦についての質問です。令和7年のガバメントクラウド構築以降、ＢＣＬ
はガバメントクラウドに統⼀されるのでしょうか。将来的な⽅向性について教えてくださ
い。

ガバメントクラウドは現在検討中のため、先⾏してBCLやクラウド型被災者⽀援システムに係る取組みを実施し
ております。今後、デジタル庁やクラウド型被災者⽀援システムの利⽤⾃治体等の声に沿って、対応していく予
定です。

38
システム
全般

既存住基システムが国のガバメントクラウド、標準仕様への移⾏等となっていく際に再度連
携のための改修が必要となるのでしょうか。

ガバメントクラウドは現在検討中のため、先⾏してBCLやクラウド型被災者⽀援システムに係る取組みを実施し
ております。今後、デジタル庁やクラウド型被災者⽀援システムの利⽤⾃治体等の声に沿って、対応していく予
定です。

39
システム
全般

⾮住家に対する対応を教えていただきたいです。⾮住家の場合に法⼈に対して発⾏するとい
う対応は可能ですか。

法⼈について台帳を作成することは可能ですが、ぴったりサービスからの申請ができないため、コンビニ交付は
できません。

40
システム
全般

被災者⽀援システムと連携する申請管理システムは、⾃治体側で別途構築した申請管理シス
テムへの登録へ代えることは可能でしょうか。それとも必ず搭載されているのでしょうか。
申請管理システムを利⽤しなければ連携はできないのでしょうか。

申請管理システムと被災者⽀援システムで１つのシステムとなるため、別途構築した申請管理システムに置き換
えることはできません。

41
システム
全般

被災者⽀援システムの申請管理システムはマイナポータルの他の申請を管理する申請管理シ
ステムと同じですか。それとも、別の管理システムですか。

別の管理システムになります。罹災証明書等をコンビニ交付するなどの被災者⽀援業務の特性を踏まえ、電⼦申
請からコンビニ交付までの⼀連の業務を⼀括して提供しています。

42
システム
全般

ぴったりサービスで申請された罹災証明書の発⾏の申請データが、申請管理システムにどの
ように（だれが何をすれば）取り込まれるのでしょうか。職員が何かしらの対応をしなくと
も、申請管理システムに取り込まれるのでしょうか。

ぴったりサービスで申請された情報は、（別途作業を要さず）申請管理システムに⾃動的に取り込まれます。

43
システム
全般

印刷時にPDF出⼒は可能でしょうか。

PDF出⼒に対応しております。
被災者⽀援システムより罹災証明書、被災証明書を出⼒する際は、PDFファイルを出⼒します。
また、避難⾏動要⽀援者名簿、個別避難計画の帳票(⼀覧帳票、個票)はブラウザで表⽰しますので、ブラウザよ
りPDFへ出⼒することが可能です。

44
システム
全般

不同意者の名簿を項⽬選択で出⼒することなどはできますでしょうか。
避難⾏動要⽀援者名簿や個別避難計画について、デモで⽰した通り不同意の⽅を抽出して出⼒することは可能で
す。

45
システム
全般

罹災証明書及び被災証明書で出⼒できるデータの⼀覧等はどこかで確認出来ますか。本市の
運⽤している様式がシステムで出⼒出来るか確認したく思います。

被災証明書及び罹災証明書の出⼒サンプル等は、J-LIS運⽤管理システム（ BOS）上に掲載されております。
＜BOS格納先＞
[20-06] 【⾃治体基盤クラウドシステム】04.被災者⽀援システム<01.各種⼿引書<03.帳票サンプル<02.帳票サン
プル（罹災証明書編）

＜参考＞
BOSの利⽤申請は、以下の URL から⼿続きしてください。
（リンクhttps://www.j lis.go.jp/rdd/card/cms_91522020.html）

46
システム
全般

罹災証明は避難所や地域ごとに⼀⻫発⾏できますか。発⾏履歴の管理もできますか。 現時点で⼀⻫発⾏の機能はございません。

47
システム
全般

ぴったりサービスで家族が７⼈以上いる場合はどのように登録するのでしょうか（登録
フォームには６⼈分のみあるようですが）。

⾃治体にてぴったりサービスの画⾯をメンテナンスいただくことでシステム上登録が可能となっております。詳
細はぴったりサービスのマニュアルを確認ください。

48
システム
全般

LGWANに接続されていない学校の避難所において本システムを使⽤するためにはリモート
アクセス⽅式しかないのでしょうか。

LGWANが接続されていない避難所については、リモートアクセスの他、インターネトVPNや閉域SIMなどの⽐較
的安価でセキュリティ性の⾼いネットワークを避難所等に整備し、LGWANに接続する⽅式をご紹介しておりま
す。（説明会資料１「クラウド型被災者⽀援システムについて」P22の⽅式Ⅲ）
また、避難所の「避難所アプリ」は、ネットワークに接続しないスタンドアロンによるご利⽤も可能です。

49
システム
全般

罹災証明書の電⼦申請で⾃⼰判定⽅式を希望する場合、添付する写真データの容量に制限が
あるのでしょうか。

データ容量については現時点で未定でございます。

50
システム
全般

⾃⼰判定⽅式などの際の写真はクラウド上に保存されるのでしょうか。 その通りです。

51
システム
全般

申請の有無について、申請者に対してプッシュ通信機能はありますか。

申請の有無についてプッシュ通信機能はございません。
なお、申請管理システムよる申請を⾏った際、本⼈がメールアドレスを登録していれば、被害認定調査が調査完
了し、罹災証明の受け取りが可能となった場合や、申請内容に不備があり⾃治体が申請を却下した場合は、本⼈
にメールで通知されます。

52
システム
全般

⾃⼰判定⽅式を選択した場合、写真が正しく添付されていなかったり、添付写真だけでは災
害による被害かどうかを判定できない場合は、申請者に通知などがいくのでしょうか。

本システムにそうした通知を⾏う機能はございません。不備等があった場合には、直接被災者に連絡いただくこ
とになります。

53
システム
全般

転出等により、被災時点と申請時点で住⺠登録の状況が変化している場合が考えられます
が、住⺠登録情報の時点管理はできますか。

被災者台帳は発災時点の災害名称を新規作成した時点で作成されます。これ以降に住⺠登録の状況が変化した場
合は、被災者台帳の汎⽤項⽬を⽤いて⼿⼊⼒による時点の変化を登録することができます。
被災市町村の住⺠(転出者等）に対する援護の漏れを防ぐ観点から、発災時の時点情報を⽤いて被災者台帳を作成
し、運⽤することを想定しております。

54
システム
全般

転出や死亡等があった場合の台帳情報についてはどのようになりますか。毎⽇ＣＳＶファイ
ルの取込みや情報連携の必要があるのでしょうか。また、情報連携すると⾃動で削除等され
るのでしょうか。

被災者台帳は災害発⽣時点での情報を管理します。転出、死亡等による削除は画⾯からの操作により削除するこ
とが可能です。
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55
システム
全般

住基情報の変更があった場合、被災者台帳は⾃動更新されるのでしょうか。

パターンAでご導⼊いただいた場合は、災害名称を新規登録した時点の住基情報（厳密にはその⽇の前夜のバッ
チ処理で取得した情報）で被災者台帳が作成されます。
パターンBでご導⼊いただいた場合は、災害名称を新規登録した直前にCSV形式ファイルで取り込んだ住基情報で
被災者台帳が作成されます。
どちらの場合も、被災者台帳作成後に住基情報は⾃動更新はされませんが、⼿⼊⼒での修正は⾏うことができま
す。

56
システム
全般

介護認定の変更等は住基上の連携により⾃動で更新されないのでしょうか。
介護認定の変更等は、福祉のシステムとの連携により可能ですが、連携を実⾏するタイミングについては、使⽤
者側でトリガーを引いていただくことが必要です。

57
システム
全般

障がい者システムや介護保険システムとの連携は可能でしょうか。また、住基と連携してい
れば死亡や転出は⾃動更新されるのではないでしょうか。

障がい者システムや介護保険システムとの連携は可能です。
住⺠基本台帳の情報との連携は可能ですが、連携を実⾏するタイミングについては、使⽤者側でトリガーを引い
ていただくことが必要です。

58
システム
全般

⼊⼒必須項⽬の設定等は可能でしょうか。⼊⼒されていない場合には保存ができないなどの
対応が出来たらと考えております。

⼊⼒必須項⽬は固定となり、設定によるカスタマイズはできません。

59
システム
全般

クラウド型被災者⽀援システムで使⽤できる⽂字の範囲（ＪＩＳ⽔準等）と、住⺠の⽒名等
に範囲外の⽂字が含まれる場合の運⽤⽅法を教えてください。また、⽂字情報基盤への対応
状況（予定）についてもあわせて教えてください。

⽂字コードはUTF-8を使⽤しております。IPAmj明朝フォントを導⼊することで、範囲外の⽂字列を表⽰できま
す。

60
システム
全般

取り込みデータのCSVの⽂字コードは指定があるのでしょうか。 取り込みデータの⽂字コードはUTF-8となります。

61
システム
全般

既存の住基システムからデータをＣＳＶで取り込む際の外字の取り扱いについてはどのよう
になっているのでしょうか。取込みの前にＣＳＶ上で個別に修正が必要となるのでしょう
か。

パターンAの場合、クラウド型被災者⽀援システムには⾃治体で採⽤している⽂字コードをIPAMJ明朝へ⽂字コー
ド変換する機能を設けております。
パターンBの場合、⽂字コード変換機能を設けていないため、⾃治体様にて取り込み前にCSVを個別に修正(⽂字
コードをUTF-８へ変換など)いただく必要があります。

62
システム
全般

⼊⼒・変更のログ管理は可能でしょうか。修正箇所の確認・保存後の復旧もできますでしょ
うか。

現⾏のシステムでは、ログ管理や修正箇所の復旧等には対応しておりません。

63
システム
全般

罹災証明書の発⾏について、世帯につき1枚の発⾏という認識でいるが、世帯情報の紐づけ
はどのようになりますか。例えば世帯主に発⾏済みであれば、同⼀世帯からの申請にメッ
セージ等がでるのでしょうか。

罹災証明書の発⾏については、１世帯につき複数枚⾏っても構わない旨の連絡を、「罹災証明書の交付に係る運
⽤について」（令和２年３⽉30⽇付け事務連絡（内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（事業推進担当）））
においてさせていただいております。このため、発⾏済であってもメッセージは出てまいりませんが、発⾏履歴
は管理しております。

64
システム
全般

⾃治体基盤クラウドシステムを利⽤してコンビニ交付（住⺠票、印鑑証明書）を実施予定で
す。その後被災者⽀援システムを利⽤予定ですが、⾃治体基盤クラウドシステムと被災者⽀
援システムのデータ連携⽅法について教えてください。

コンビニ交付導⼊時に構築された⾃動連携環境により、⾃治体基盤クラウド上に作成される住基バックアップ
データを、クラウド型被災者システムに連携いたします。

65
システム
全般

個票を印刷した場合はA4⽚⾯の分量でしょうか。
印刷項⽬を設定いただくことで、A4⽚⾯の分量にご調整いただくことができます。なお、印刷⽤紙のサイズは印
刷時のプリンタ設定にて選択することができます。

66
システム
全般

個票のプレビューでは⾏政区の欄がないように⾒えましたが、⾏政区別欄も追加することは
できますか。

汎⽤項⽬を設定する機能を⽤いて、⾏政区に関する情報を⼊⼒する欄を追加することは可能です。

67
システム
全般

「申請管理システム」も「クラウド型被災者⽀援システム」に含まれているものなのでしょ
うか。

その通りです。

68
システム
全般

ご説明いただいた申請管理システムは、被災者⽀援システム（クラウド）が提供するシステ
ムという認識でよいでしょうか。

その通りです。

69
システム
全般

罹災証明発⾏で被害状況⼀括認定をするには事前に住宅情報の⼊⼒が必要とご説明がありま
したが、現地調査結果をまとめたＣＳＶファイルで取り込むことはできますか。

取り込むことは可能ですが、住家等被災家屋台帳と紐づけるのは⼿動になります。

70
システム
全般

災害弔慰⾦等の⽀払いについて、⼝座情報等は管理できますか。
被災者⽣活再建⽀援⾦を例にデモで⽰した通り、申請者が災害弔慰⾦の申請時（ぴったりサービス）に⼝座情報
を⼊⼒していれば、⾃治体にて承認後、⼊⼒された⼝座に振り込まれる流れとなります。

71
システム
全般

各種⽀援⾦の振込⼝座は、マイナポータルで登録されている特定給付⼝座を指定できるよう
になりますか。

被災者⽣活再建⽀援⾦については、将来的にマイナポータル等にて登録された公的受取⼝座を指定できるように
なる⾒込みです。

72
システム
全般

避難⾏動要⽀援者名簿をクラウドにあげることに関するセキュリティの担保についてご教⽰
ください。

本システムはLGWAN-ASP上に構築されたクラウドシステム上にデータが保存されているため、LGWAN-ASPの
セキュリティ基本⽅針に基づいた担保が図られていると⾔えます。

73
システム
全般

本県の場合、⼤多数の市町村がコンビニ交付導⼊済みとなっていることから、既存コンビニ
交付システムに罹災証明書の項⽬を追加していただくことはできないでしょうか。

⾃治体様にてコンビニ交付のために独⾃でサーバを構築されている場合は罹災証明書の項⽬を追加することはで
きません。
罹災証明書のコンビニ交付については、クラウド型被災者⽀援システムを利⽤する必要が有ります。

74
個別避難
計画機能

個別避難計画は、⾃治体とケアマネが協⼒して作成していくものだと思いますが、平時にお
けるケアマネの本システム利⽤は、個⼈情報保護法に抵触しないのか教えてください。

ケアマネジャーが個別避難計画の作成に協⼒する場合、市町村からの委託を受けて個別避難計画に関する事務を
処理するものと考えられます。
現在、我が国においては、市町村における個⼈情報保護については、各市町村で制定されている個⼈情報保護条
例の規律に従うこととなっており、それらの条例には、個⼈情報を取り扱う業務を委託する場合に講ずる措置に
関する規定が置かれているため、当該規定に基づき判断するべきものと考えられます。

75
個別避難
計画機能

個別避難計画書について、住宅地図と連携する機能はありませんか。
令和４年度、地図に関する機能について追加開発を予定しています。
準備ができ次第、御案内します。

76
個別避難
計画機能

個別避難計画に、災害時の⾏動タイムライン情報を登録することは可能ですか。
汎⽤項⽬やユーザ定義台帳の機能を⽤いることにより、災害時の⾏動タイムライン情報を⼊⼒いただくことは可
能です。

77
個別避難
計画機能

個別避難計画の調査を実施した⼿書きの調査票をパンチデータ化して取り込むような取り込
み機能は実装されていますか。

個別避難計画の調査を実施した⼿書きの調査票をパンチデータ化して取り込むような取り込み機能は実装してい
ません。

78
個別避難
計画機能

個別避難計画の作成について、説明では、１件ごとの更新でしたが、CSVデータフォーマッ
トに複数⼈の個別避難計画のデータを集約し、システムに⼀括して取り込むことによる更新
は可能でしょうか。

避難⾏動要⽀援者名簿や個別避難計画について、CSVファイルから読み込むことにより更新することは可能であ
り、この場合、お⼀⼈であっても、複数⼈であっても対応できます。

79
個別避難
計画機能

既に作成済みの個別避難計画に記載の避難経路図などは取り込みが可能なのでしょうか。
令和４年度、避難経路図に関する機能について追加予定を検討しています。
準備ができ次第、御案内します。

80
個別避難
計画機能

個別避難計画について、避難経路等につき地図を個票内に表⽰・印刷することはできます
か。

避難経路図の取り込みや個票への印刷は、今年度の追加開発を予定しております。準備ができ次第、ご案内いた
します。

81
避難所関
連機能

避難所で紙ベースで記載いただいた内容をＡＩーＯＣＲ等を活⽤してシステムに⼊⼒は可能
ですか。

本システムとしてAI-OCR等に対応はしておりませんが、別途ご⽤意いただいたAI-OCR等から本システム⽤の避
難者CSVファイルを作成し、本システムに取り込んでいただくことはできます。

82
避難所関
連機能

平時の避難所施設情報管理、⼀覧表⽰や、発災時のタイムリーな⼊居状況の管理把握は可能
でしょうか。

避難所施設情報管理や⼀覧表⽰は平時からご利⽤することができます。
発災時の⼊所状況は、避難所の「避難所アプリ」で⼊⼒した⼊退去情報を、被災者⽀援システムで取り込みをし
た時点で管理把握いただくことができます。また、被災者⽀援システムで直接⼊退去情報を⼊⼒することもでき
ます。

83
避難所関
連機能

在宅避難等避難所⼊居以外の⽅法での避難者の情報も⼀元的に管理、把握できますでしょう
か。

避難所外避難者の情報も⼊⼒することができます。⾷事のみ受給者や、⼊浴のみ利⽤者の指定も可能です。⼊⼒
した情報は、避難者⼀覧から避難所外避難者を検索し、⼀覧の照会や⼈数を把握することができます。

84
避難所ア
プリ

避難所で避難者を受付する場合、マイナンバーカードを持っていない⽅向けに⽩紙の台帳を
印刷する機能は設定されていますか。

設定されていません。

85
避難所ア
プリ

避難所で避難者を受付する場合、1⼈を受け付けるのに要する時間はどの程度で想定されて
いますか。

マイナンバーカードを使⽤する場合はリーダーにタッチした時点で避難者情報を取得できるため、最短数秒で受
付できます。マイナンバーカードを利⽤しない場合でも、名前や⽣年⽉⽇の検索機能を⽤いて最短数⼗秒程度で
受付できる⾒込みです。

86
避難所ア
プリ

避難所で避難者を受付する場合、マイナンバーカードを読み込むリーダーのような機器は必
要ですか。

マイナンバーカードを使⽤する場合は、必要となります。

87
避難所ア
プリ

マイナンバーカードを利⽤して避難所受付を⾏う場合、オフライン（スタンドアロン）でも
可能でしょうか。

はい、可能です。避難者候補名簿を避難所の「避難所アプリ」に事前取り込みを頂くことで、マイナンバーカー
ドを⽤いた⼊退所登録が可能となります。
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88
避難⾏動
要⽀援者
機能

要⽀援者について、安否確認と避難所の収容状況を⼀覧で確認することは可能でしょうか。
避難⾏動要⽀援者に係る安否確認の状況や避難所への到着の状況が⼊⼒されていれば、⼀覧で確認することが可
能です。

89
避難⾏動
要⽀援者
機能

クラウド型被災者⽀援システムの避難⾏動要⽀援者名簿の機能は、住⺠基本台帳と連携して
いますか。

避難⾏動要⽀援者を住基情報から登録する際には、最新の住基情報をもとに作成することが可能です。

90
避難⾏動
要⽀援者
機能

避難⾏動要⽀援者の関連機能で要⽀援者マップを作成することは可能でしょうか。また費⽤
は追加でかかりますでしょうか。

地図に関する機能は、今年度の追加開発を予定しております。準備ができ次第、ご案内いたします。なお、当該
機能のご利⽤にあたって、追加費⽤のご負担は必要ありません。

91
避難⾏動
要⽀援者
機能

避難⾏動要⽀援者名簿の対象者を抽出する機能はありますでしょうか。また、登録対象者の
中から不同意者なども選択可能でしょうか。

条件による絞り込みは可能です。
不同意の⽅を抽出して出⼒することも可能です。

92
避難⾏動
要⽀援者
機能

避難⾏動要⽀援者機能について、福祉等のデータを連携することにより要⽀援者対象者の抽
出やハザードマップを連携し、危険な地域に住んでいる⽅の抽出はできませんか。

ハザードマップ上で危険な場所にお住まいの⽅を抽出する機能は、今年度の追加開発を予定しております。準備
ができ次第、ご案内いたします。

93
避難⾏動
要⽀援者
機能

避難⾏動要⽀援者名簿の⼀括更新（要介護度が上がった⽅の⼀括更新など）は可能ですか。
介護認定の⼀括変更等は、福祉のシステムとの連携により可能ですが、連携を実⾏するタイミングについては、
使⽤者側でトリガーを引いていただくことが必要です。

94
避難⾏動
要⽀援者
機能

避難⾏動要⽀援者名簿を作成するため、対象候補を絞り込み、調査書の作成をするなど、⾃
治体の名簿作成業務を⽀援する機能はありますか。

条件による絞り込みは可能です。
計画を個票形式で出⼒することが可能なので、絞り込まれた⼈の計画に不明の項⽬はブランクの状態で出⼒して
調査票として利⽤することは可能です。

95
避難⾏動
要⽀援者
機能

避難⾏動要⽀援者名簿を⼀括で更新する場合は、その度CSVを取り込むようになるのでしょ
うか。そのような場合は、履歴等は残りますか。

本システムとして履歴は蓄積しておりませんが、更新時にはCSVファイルを出⼒する運⽤を想定しているため、
CSVファイルを⽐較することにより、履歴を追跡することは可能です。

96
被害認定
調査機能

⽔浸被害の⼀括把握をする際のGISデータは各市町村から提供が必要でしょうか。どのよう
に住家を把握されるのでしょうか。

位置情報(緯度・経度)を記載した、住家のマスターファイルのご提供が必要になります。該当住家データの位置
情報により、住家の位置を把握します

97
被害認定
調査機能

⽔害時のサンプル調査結果の登録についてですが、GISを利⽤しない形（例えば町名での⼀
括登録等）でも⼀括登録可能でしょうか。

町名での⼀括登録も可能でございます。

98
被害認定
調査機能

クラウド型被災者⽀援システム以外の被災者⽀援関連システムで作成した被害認定調査結果
について、CSV形式での取り込みは可能でしょうか。

取り込むことは可能ですが、住家等被災家屋台帳と紐づけるのは⼿動になります。

99
被害認定
調査機能

被害認定調査の調査内容の⼊⼒機能や被害状況等の写真を保存する機能は備わっていますで
しょうか。

調査結果の⼊⼒機能、被害状況等の写真管理機能のいずれも設けております。

100
⽀援⾦機
能

被災者⽣活再建⽀援⾦については、申請を受けた被災⾃治体で取りまとめを⾏い、都道府県
センターへ進達を⾏うことになると思いますが、都道府県センターとのやりとりは、本シス
テムを活⽤してデータで⾏うことが可能となるのでしょうか。

本システムの中に都道府県センターは含まれていないため、システムの導⼊によって⾃治体と都道府県センター
間のやり取りがシステム上にて完結する訳ではありません。⼀⽅で、都道府県センターに提出書類をメールにて
送付することが出来るよう調整をしています。

101
⽀援⾦機
能

被災者⽣活⽀援⾦は最終的に（公財）都道府県センターに書類を提出することになります
が、市への届出が済んだ後の流れはどのようになりますか。

本システムの中に都道府県センターは含まれていないため、システムの導⼊によって⾃治体と都道府県センター
間のやり取りがシステム上にて完結する訳ではありません。⼀⽅で、都道府県センターに提出書類をメールにて
送付することが出来るよう調整をしています。

102
⽀援⾦機
能

罹災証明書の発⾏と被災者⽀援⾦の申請内容が同様とのことですので、罹災証明書発⾏申請
時に被災者⽀援⾦の申請も兼ねることはできないのでしょうか。

罹災証明書において住宅の被害の程度を証した後、それを根拠として各種⽀援制度に申請いただく形となるた
め、申請は別々に⾏っていただく必要がございます。

103 その他
平常時、災害時における個⼈情報の取り扱い（特に、地域住⺠による個⼈情報の取り扱い）
について詳しく教えて欲しいです。⽂章だけでなく、図解等も使って分かりやすく整理して
ほしいです。

貴市が主催する担当者会議、説明会、講演会等において、内閣府職員から避難⾏動要⽀援者名簿や個別避難計画
に係る個⼈情報の取扱いに関する考え⽅などについて御説明することが可能なので、以下の担当まで御相談くだ
さい。
内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難⽣活担当）付 藤⽥、塚原、草間、⽯塚

なお、内閣府防災では、災害時における個⼈情報の取り扱いについて、今年度、⾃治体向けに指針を作成する予
定です。

104 その他 ISUTに関する資料も提供をお願いします。

説明会で資料したISUTの資料については、後⽇説明会へ参加いただいた⾃治体の皆様へ送付させていただきまし
た。
また、ISUTについては、内閣府HPに、特集ページを⽤意しておりますので、こちらもご覧ください。
https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/isut/gaiyo.html

18



���

�� �� �	
 ��� ������� �������������������� !"�# �����$%&'()*+,-./01�23454�61789:;<=>?@&*+,-AB�CD�E�FGH=>?I�����JK�LM%&'()�NOP�Q10R1STUOVW?XYRZ1[4\4]^_`a�Q10R1SbcdOPdea�%fghijk�lmnopMqrsee"K��U&tuvwW�xyz{?����|}~aF����e�����b#� ������ �u���%���u$'()�e}~��0^�"��seoG�e���bo%�������U}~��o��U��$"K��U�Xa���# �u�����������������U'()�u�}~���o��Use^� F¡%¢0£]¤�u�����������$%�u���������^¥���'()���^<¡��F! ��%¦§¨�L��©ª^<¡�dFes«Xb#
¬ ��������U® ��������®������� !"�#

��������®$%.¯°N±����²³@´µ¯°=>�¶·�¸F��%¹º»�¼½@�������¾¿�À`��UÁÂÃÄ�ÅÆÇ�ÆÈ@'()ÉÊ�ËÌSoÍÎe�Use.¹º»�¼½�[Ï¢ÐÏÑ*4,�J»�h¾¿7Ò²%Çµ%¹Ó%�iÔÕÖ^%'()��������J�×ØjI�¾¿^�u�¼½������ÙÚ�pMÛrseoXd%�u�¼½�Ü4�^ÝÞ�¶·XdUse.¯°ÓX$%YRZ1[4\4]^_`aF�ßÓàá��Uâ�ÃÄ�ÙãS@%â�ä�å�æ¯%¯°N±�����¯°çè^éÚ�'()ÉÊoêëÍÎe�Use.tuvwW%�uvwW����%�u�oYRZ1[4\4]^_`a�'ì@íîï�J�xyz{@ð1ñòó�oÍÎe�Use.YRZ1[4\4]^_`a�%ôõ�ð1ñòIX¹ºö%÷øùúvwW^ó�^N�seoÍÎe�UseûI'()ÉÊ��u���ÃÄ�ÝÞS.üS@%�u��}a�%��ýKo� ÀþÇ���N�4ñ�^��bUseoÍÎe�M�b#
� ��������U® ¯°N±�������Î�&´µ¯°=>�¶·��?�L��$%´µ¯°=>�¶·ÃÄ�üSoÍÎ��Xb�# '()�¹º»�¼½@��¾¿����7�×Ø¾¿��ÖI�J%���¾¿^´µ¯°=>�234YÏ/�%Ù	��ÅÆ�pMÛr�Î@%
Å�Ó^Æ�XdU�ÎIoM%´µ¯°=>�¶·.ÁÂÃÄ�üSoÍÎe�M�b#�F%��4]YÏÑ�%����Ó�¹r�^��bUee|�%ï���¹��^��bUseoXdU�Î^��©ªbUseea�LM%´µ¯°=>�¶·���j�������^ÝÞ�N�seoXd�b#s��%.¯°N±����e´µ¯°=>�'()�' !^Ù	�"#Xd�b#.´µ¯°=>����%¶·�ôÊ^}$��%Xd�b#7&¢'-IX$%(�(�µ)�¶·a��Ue��JKUF¡%�%$*°Xb#Ö.¯°Ó���Î^+`a%¯°N±����o¯°Ó�¯°�ea�%U�$¯°Ó,¯°�ea�-.Æ�XdF�/%¯°N±����²³X|-.^Æ�Xd�b#0 ��������U® 1,412.3�4�$5Xb�# 1,412$¹º»�¼½e'±X�*4,�6o"K��U��}a�%1,413$À`ä�´µ�¹º»�¼½I*4,�7a8��}~o��e�M�b#�L%tuvwW�ð1ñòó�$1,412.3��9JX|ÍÎXbo%:ä�J¹ºö;<÷øvwW�ð1ñòó�^=>"KU�/$%1,412�?o}~a�LM�b#� ��������U® ¢0£]¤�u�������X�ð1ñòó�X$�����vwWoªNXdU@�Xa���#¹ºö%ABC�%tuvw%:äX|À`XdU�Xa���#1,412Xð1ñòó�XdU�$%¹ºöe÷øùúvwW!�Xa���#7DvwI$}$,Xa���#Ö 1,412��/$%:ä�J�¹ºö%÷øùúvwW�ªN�#�%u�ä�L�UtuvwW%�uvwW�ªNoÍÎXbo%DvwWI$}$,e�M�b#1,413��/$u�ä�L�UtuvwW%�uvwW�ªNoÍÎe�M�b#E ��������U® s���������$%3FG7'()»H¢0£]����Ö�#�$�IXa���#�F%JKGLMo�NXOPa��U�u�������QQ1ÑRSÖe%¢0£]TUV,�%lmn�5WÏ/ea�%�����seo�X��bXa���# ¢0£]¤�u��������������$%YwB�Z[\&ï]^_��`�?�eLM%1,412.3�\�oM�b#1,41a$%3FG��9%ð1ñòó���Î7¹ºöIÖe¢0£]¤�u���������Î7tuvwW�ð1ñòó�^brÖe�M�b#�F%1,41c$%3FG��9%¢0£]¤�u���������Î7tuvwW�ð1ñòó�^brÖXb#�L%¢0£]¤�u��������lmn�5WÏ/ea�$%YwZ[d�ef�gh�iM%¹»¾¿�À`I��U����²³.´µ¯°=>�¶·.ÁÂIÃÄ�ÅÆÇ�ÆÈ.ËÌSI@%YRZ1[4\4]^_`aFtuvwWI�xyz{.ð1ñòó�oÍÎe�Use��M%jk}~ÃÄ�lmnoIopJK�b#q ��������U® ¹ºöI�ð1ñòó�^bX�N����bo%vwWªN�4[^mXrsa��U�/$�����}~o��Xa���# ¢0£]¤�u�����������ta�%uv�¹ºöI�ð1ñòó�^wPbU�/$%1,413X�À`]xe�M�b#1,413��/%¹»�����J¹»*4,^FMy2zR-X�Ìa%¢0£]¤�u��������O±XpMÛr��oM�b#{ |`lm�T u�ð1ñòó�^N���U�/���|`$��}je�M�b�# uv�ð1ñòó�^wPbU�/$1,413X�À`e�M�b#~��/%¹»�����JFMy2zR-^¶·a��F! F¡��
$����U|�e��a�LM�bo%����������|`$��J��e���LM�b#�� |`lm�T 1,413��/%ð1ñòó��4ñ����lm��}bU�µó�D_�$}$,Xa���# }$,e�M�b#�� |`lm�T À`[����%k��4[ó��lm����%�)»H�ÁÂä�%ÂF�lmoª�bUse$��Xa���# ����lm�������@�$M���#�� |`lm�T ¢0£]¤[Ï¢ÐÏÑ'1,4�À`[����%�k��X���e���LM�bo%À`z{��~�F[���7����Ö$Xd���Xa���# À`[$»��e�k����/=��M��bUseea�LM�b#�¬ |`lm�T YwB�Z[\&ï]^_��`�?�µ�\&¢0£]¤�u��������� |%À`[I�`�����?�¡¢�gh�U&.'()�|`lm��?� !����£¤Xb#1,41a�&fghij¥d¦\7dÖ¦\§\¨?Xbo%���©"�lmn�]o|`lm�oªd��$�«Xa���# ��¬|��9%�����
|`����$%¹»����Ã��®¯|M^°±a��F! ��oUF¡%�²a|�k���a��|�e���LM�b#�� |`lm�T x�ÅX�
o�����F�/³µ´|`o����M�b�#�
|`^�µa�¶i�À`[o��"K��U�Xa���# x�Å��M�Ì o��%¢0£]¤�u��������
Åo����U�/%õI�L��}~bUF¡'()�"#lm$��a�����#�0 |`lm�T 1,413����uv��u�������e�±"�U�/%uv����X�
oª�a�����Oµ�F!�U�Xa���# uv��u�������e�*4,�6�¸F��$%uv����·X�Ì�F! *4,�¸¹I�º�o��e�M�b#s�F¡%»���$uv����·X��
oª�a�b#F!a%1,412.3��²K����|%Q10R1'±�67M»2eIÖ���
|o��e�U�6¼½X$� %	¾�2zR-â�¿a�¼½ebUseX%�
|oÀ�e�U��OµaF�=^a�LM�b#�� |`lm�T ð1ñòó��4ñ���lm�����%�l$bX�¹ºöI�ð1ñòó�^CÁa���bo%sKe$µ�tuvw��lm�o��e��seXa���# ��lm�����$%ð1ñòó�CÁÂ?Ã)o¢0£]¤�u��������À`^©ÄbU�FM%ÅG�lma��F! se$M���#�E |`lm�T �AX©ªaF�u�����^à¦lmnX��Â?Xb#¸Æ����^õ¢0£]e�6"��ð1ñòó��Î^"#bUse^��a�LM�bo%ª�bU|`$ð1ñòó���lm�V,�$M�b�#�F¢0£]�ÇÈ¼½^Ct����F!�U�$��ÉXa���# uv����e��6��/����|%¹»*4,^¢0£]¤�u��������pMÛr��oUF¡%1,412.3��²K�X��a��F! see�M�b#~��/���|`$%lmn�e�����U|�e���LM�b#�F%�`|`ea�%��lm���%lmn�e�����À`[^lma��F! se��M�b#�L%�����ÇÈ¼½oÊ·bU�$ËÔk!´��Ue���LM�b#�q |`lm�T JKGLMX$��%^��lm^ÌÍbUF¡%À`[�®Îa^��bU�|M$M�b�# À`[��d�a�$%À`Ã)�çèI|ÏÐa���a�� |�e���LM�b#�{ |`lm�T Ñ4�4o��Use����%01ò1Òð�/o����o�bUÍÎÇ$M�b�#�F%���X��%|a $%��^®Ó�F�/����JKGLM��������Ô��Õ4/$wP"K�b�# ����À`[�o�����%ÍÎÇ$M�bo%DäHXÖ����Use$M���#�F%uv�JKGLM����u�������7Q1ÑRSÖ$%��%¸×$wPa�� @�ea���b#

ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêë	
ìíîïðñòóôõö÷øùúâãäåûüýþ��������ý�����	
�

19

azuko
Rectangle



���

�� �� �	
 �������������������� 	
!"#$%&'()*+,-./����0123456789��2:;<=<>?@AB CDEFGH IJKLMNOPCDQRSTUVWXYZ[\]^_`]abcdefghiMjklmnoIJ^Vpqbrstuvwxyz{A|}~���^_` �K��bklmnIJCD}RS}��Z[\]��`]ab����������}����DM�^V�CMHVrstuvwxyz{A|�Z��bcd�fgIJ�}�Q~�TUOP�]^`U�bcdefghiIJ�MHVwxM��PZ��b���^`�  CDEFGH klmnIJCD¡¢£¤Zb¥¦§¨¥g}��©ª«_`¬¡®�klmno¯D^V°TMUVT±²³]^Qb´�µ�¶·l¸Z¹®}klmnºTM»f__V°TMUV}�©ª«_` IJCDM��PZb¼fg}�TU\]^`]ab´�µ�¶·l¸M��PZb¬¡½Z¾¥}®�}�DMG²¿ÀbzÁÂÃa\}CDTU\]^`�� CDEFGH cdÄfg}ÅÆÇMÈ�klmnÉÊQË�MUV}�©ª«_`Ì}Í}CDM��PZbtuvwx}~�MUV}�©ª«_` Î´Ï�ÐÑÒÓÔÕklmnM��PbcdÄfg}ÅÆÇMÈ«~ÖZ�K����©P�V×ØZ[\]��`ÙÚoÛÜ©bË�U~ÖoÝOP�Þß}TàáP�\]^`�â CDEFGH Ã®T©PZãäÝå�ÔÕÓGæklmn©_¯D©U�}�^QbÌ}pqßfç¢¡è£¤ég}´�µ�¶·l¸Q__\]^_` êXMÖëa�Dìí�ZîÞb¥ï}�DìoºEF�aðÞ°TT©P�\]^}�bºñòÞðó�`�ô CDEFGH ��}·�õµtuyöç÷ø|Tùú}ÑÒÓÔÕklmn�}·�õµtuT}GHYûCDüM��Pàáûýìþ�o�að�a�` Î´Ï�ÐÑÒÓÔÕklmn�Zb�Ò���TÑÒ���}·�õµtuQWXTU\]^`��}·�õµtuyöç÷ø|�Zb�Ò����ÑÒ���}·�õµtuMZ~Ö©P�\]��`�� CDEFGH 	
ÂºTM��QU\]^Qb��ß\Z�}N«M��©a¿��}�©ª«_` ÉÊ}a�MË�TUV���M��P����o����^QbÌ}��o������M ©P��ß\o��^V°TMUVß}TàáP�\]^`�� CDEFGH Î´Ï�ÐÑÒÓÔÕklmn}¥}êX}�o�D^V°TZ��]^_`��VpqbCDZ!ÞU\]^_` Î´Ï�ÐÑÒÓÔÕklmnM��Pb�D©a�êXð"o�D�aðÞ°TZWX�^`#á$bÑÒÓ%&}klmno�MIJ©P�VpqbãäÝå�ÔÕÓGæêX}�ûb�Ò���}·�õµtu}�o�D^V°Tß��]^`að©bì�Zbklmn'Âo�D^Vß}T©Pí�©P�\bÌ}�oÔ(OP�aðÞ°TMU\]^QbÎ´Ï�klmnjÂ})*Co+QEF©P�]^}�bÌ}�	
ÂEFZ,-ó³P�VT.á]^`�/ 0123wxGH klmn}IJ�4DMHVCDEFM~©b�}N«U23ÔÕQ[\]^_` klmn}IJ�C56·�õµtuGH}4D�C�M��Pbrstuvwxyz{A7|Q[\]^`rMIJ�Cy��8�9}:\;�}a�}<���}íx�T¥Â�MÝ«pq|M��PZ�=>?Ò�-Ò×@AyBÃCzBBDbtuvwxCÄBD|�QED��]^`y7|���������}����DM�^V�CMHVrstuvwxFz{AG�H 0123wxGH =?AZbùú}Î´Ï�Ðklmnh�}klmnoIJ©apqZIDó³V}�©ª«_` =?AZbjÎ´Ï�ÐÑÒÓÔÕkln}�o~�T©aß}�Z[\]��QbJ}klmnKLM��PZbÌ}MÂ�UNOoP]ábIAY}QîoZë�b01ARS�Æ��TU©PÞðó�`�V 0123wxGH ED#�W�ó³aNOßKLC}CD}�MX]³V}_` �ö�j%&_¿8�9oÎ´Ï�ÐÑÒÓÔÕklmnM:\;Ypq}<���}íx�}CDM��PZbKLCT©P�\]^yað©bABZ}W�[�Z��MG^V\]Z^_©P�\]^|`B̀ 0123wxGH KLC�ab©P�VCD�bãäÝå�ÔÕÓcd�esãäaf}g�U�}klmnßX]³V}_` klmn�DìMZbãäÝå�ÔÕÓcd�esãäaf}g�U�}klmnßX]³]^`â  0123wxGH KLhMË�UCDMHVbÌ}J0123wxM��Pß���T�«°TðQbrstuvU�ß��©P�V}�©ª«_` ��bijkTlm��^`â� 0123wxGH n9��o�IJ©apqMb��klmnT}8�9æp��CDQ*q^V°TMUVT±�]^QbÌ}CDZ=>?Ò�-Ò×@A}~�TUV}�©ª«_` 8�9æp}��ZUÞ��8�9}:\;�}a�}<���}íx�T¥Â�MÝ«pq}IJ�CZb=>?Ò�-Ò×@A}~�TU\]^`ââ 0123wxGH cd�fzBr_¿�D)s©apq}¡tQ#T©P ó³P�]^Qb=?AZcdufg]�MIJ^³$ED��VT�«Uv�N��©ª«_` ºUv}w\�^`U�bW�[}ýìx�0123wx}y��}szx�Î´Ï�ÐÑÒÓÔÕklmn}KLCb�Dì�}y�M��P�}{}bcd�f|}r_¿�D)so©apq}~�M��PZb����������}����DM�^V�CMHVrstuvwxyz{AG�MNVß}TUOP�\]^}�b=?AoEDó³VpqZbwx}�QU\]^}�bº�SÞðó�`âô 0123wxGH cd�fgIJ�}�}rstuvwxZbcd�fg�}���ßWX�©ª«_` ����������}����DM�^V�CMHVrstuvwxyz{A|�M��PZb���ßEDWX�^`â� 0123wxGH =?AZcdufgIJ]�~�T[\]©aQb·�õµtu<�õl}«�b���������}����DMHVrstuvwxZcd�fgIJ�}�T[\]^QbcdefghiM��^VpqZÌ}�Z~�TU¿U�T�«°T�©ª«_` ����������}����DM�^V�CMHVrstuvwxyz{A|�Zbcd�fgIJ�]�}wx�^`cd�fgIJ�M��PZbcd�fg]�} f̀ç}wxTU\]^`â� 0123wxGH IJ�CZ=?Ab·�õµtu<�õl}4�EF��}´�µ�¶·l¸Z������}����DM�^V�CMHVrtoED^VN«U�DZWXU}�©ª«_` WXTàá¿³]^QbÌ³�³}~��Co�TM��©P�aðÞN«���©]^`â/ l����� 4D)sKLZ���^_` cd�fg_¿4Do)s^V���^`U�bIJ���}��Zs�bºÜN©]^`âH l����� cd�fg}�����ß~ÖWX�©ª«_`IJ]�}MÂ�l�����M��P�áPÞðó�` cd�fg�r��}pqb¥��MZcdefg_¿}IJQ��ó³]^y��ZN��½Z�����Mº� Þðó�`|Qb��b����������}����DM�^V�CMHVrstuvwxyz{A|�}~�Qcd�fgIJ�Tó³P�V°Tûb=>?Ò-Ò×@AQcdufg]�Tó³P�V°ToP]áb¡L}:\¢�o���©]^`âV l����� cd�fgIJTcdefgIJT�b£¤¥¸T8£¤¥¸Z*q©]^_` IJCD}ü�Z[]\¦Zî�ß}TàáP�\]^Qb����������}����DM�^V�CMHVrstuvwxyz{A|�Zcd�fgIJ]�}pqM~�Q§¿³P�]^Fcd f̈gZ��|}�bº©SÞðó�`�B klmn'� ÒªKbN��_¿«¬®̄�ãä°û�Ò��}±²ÙÚU�b³´oµ�¿³]^Qb°}klmno¯D^³$b³´Z¶_TUV}�©ª«_`y�Ùb·Q4D^VklmnoX�b�¸UklmnQ[\b¦§¨}EFo¹û©aÞU�T�«±�Q[\]^| Î´Ï�ÐÑÒÓÔÕklmnM��PZbIJ¦�§¨¾º�}º�DTU\b+�»¼�·MNV½a�Z��U�a�b¹¾Ñª³´M��PZb�K��Z¿���bºlÀ�að"³$TàáP�\]^`jklmnÁJÀ©aãä°})íÙÚ}Â³obN��Á}³´MBP¿³VN«M)*^V°TM��PZbùh}ÃÄTàáP�]^`U�bjklmn�ZbÑªÙÚyÅÆ¡�ÇÈ¡|û�Ò���}*ÝÙÚo½a^VêXQ[\]^}�b³´MHVÉ@EF}Ê-QLËó³]^`ô  klmn'� ¼ÌûÍÎ�}ÑªMHV0ÏûÐÑU�}Â³}ÒÓßWX�©ª«_` Î´Ï�ÐÑÒÓÔÕklmnZb¼ÌûÍÎ�}��Ô´ÑªMG^VÂ³oÕÖ^VêXZQ©P�]��Qb�×Ñª�MHVÐÑ�oØ�^V°TZWXTUOP�]^`ô� klmn'� Î´Ï�}ÕÖZ	
ÂQ©UÞPß��T�«Uv�ÙÄU��©ª«_` Î´Ï�b}êÚ�}4DÕÖZb�����QÝ«°TTUOP�\b	
Â�Ý«Ë�Z[\]��`ôâ klmn'� Û¥¸Ü�ÎÝ��Èb�N6Þß�¤mà�ÈyÎ´�á�¸âãZ������äTRëN«U�È`|}ýìZþ�©P�að"V}�©ª«_` �K��Z��oKÖ©P�Våæ�^}�bcd f̀g�MZºÜN��VN«MÆL©P��a�TàáP�\]^`ôô klmn'� Î´Ï�ÐÑÒÓÔÕklmn�}·�õµtu��}N«U���Q*Ý��V���^_`�öçbèéêjb�Ò��bëK�ß�D��V}�©ª«_` n9��ì}pqZbëK_¿}�öçbíîÒÓ���}*ÝM�ábÒªKM�"V�Ò���bÑÒ���}*ÝQWXTU\bn9��o}pqZbÒªKM�"V�Ò���bÑÒ���}*ÝQWXTU\]^`ô� klmn'� ��b}�°oï��M:\;�ðñ���¥òTóôPÒªõö0�M����V�ÔÕÓ}esãäaf}É÷ÔÕoÝ«T}°T�^QbøÍM����VºxTqù©U�1Z�«úÖ©P�Þ}�©ª«_` Òª~g�jûbbãäÝå�ÔÕÓcdM\]�^V}Zb��°½Zü°�Tó³P�\b���b}�°��Z[\]��`°}a�bøÍM���Vp°oãäÝå�ÔÕÓcdM\]��aðÞ°TQWX�[\b°}°TMN\b�øÍM����VºxTqù©U��ÙÚZúãó³V°TTU\]^`ô� klmn'� �Ò���}ýþU*ÝQÑÒÓ}¡LqE��M�_�U�T±«Qb�×ÑªU���klmnQ°}klmnMJOP�V}�©ª«_` �×}ÑªU�����M��PZbÑÒÓÔÕklmn}ÑÒ�×�%&MP~�Óo��©b�Ã^V��ú¡}�y	|ú��b	xú���|MË�×ØoJÀ^V
³TU\]^`º�Ù}N«UêXZQ©P�\]��Qb'��Ñª}égQ�¿_U0M��PZbï��êXoED©Pb���N}�×}Ñªo¥��ÒÓ^V°TßWX�^`ô/ klmn'� ¦§¨��MsklmnMP·�õµtuoÝOP�Vpq�ßb���M°}Î´Ï�klmnÁ}�ÝZË�TUVß}U}�©ª«_` Î´Ï�ÐÑÒÓÔÕklmn}�DZb���Uß}�Zº��]��`ôH klmn'� ��êXû8���D��VLçF̄ DLç|oí"V��Z[\]^_` ùhb8�<�¸oø���T©P�\]^`
20

azuko
Rectangle



���

�� �� �	
 �������������������� 	
!"#$%&'()*+,-./����0123456789��2:;<=<>?@AB CDEFGH IJKLMCDEFNOPQRCDEFSTUVWXYZDNOPQRCDEF[\]NCDEF^[_`Sabcdefc`^cghij klmnNSkW^ojpqNTUVWXYZD^[rstuvwxyz{|}~��~��XYZD���cdr{|}~�����i�OP�Y������Y�cdkW�cVj�����o�V�r������� ¡¢£¤�¥�¦§¨©k`drª«¬®¯i�°±²³Y�¦©{|}~�SN��´µ�¶·crGdNtuvwxyz{|}~��~��XYZD�¸¹©��o��S_ºr»�¼±�OP�½¾¿¾��SzÀµS_W�cVjÁ¼��ÂIJKLMCDEFNOPQR´µ^[r�N°±²³Y�¦£TUVWXYZD¨NOPQRCDEFi�OP�Y������Y�crÃÄÅÆÇ�È©ÉÊË�VIJKÌÍSNÅÆÎÏÐrOPN½RÑÒ½RNÓWÔ¾ÇNÕR�Ö`�oj×Ø CDEFGH OPQR´µr�V[rIJKLMCDEFi�rÙÚN�ÛNÜY¦�ÝÞ^ß�´µ[àW�o^cghij£OP�ÛNáâÐãäÇz]ãNÁ¼��CDEFNn^åæ^ß�o^cghij¨ OPQR´µ©k¾�OPKçNÜY¦ÝÞ©è`d[réOP½RÑÒ½Rêrëì�åíÑîåê©rïÂð©dñòóÞo�´µ�ôcdkW�oj_kréÒ½RêSëîåê©è`d[rÜY¦õð©öR÷ø�ùúo�ûzàWrsüýþ�©k`dïÂðN�ïzÀµ^oj�� CDEFGH ¤�rI�âï��CDEF[î��^ozr�	rI�âï��CDEF�
�VCDEFS_�lmn[àW�oij ¤ê�^[I�âï��N�´µ[�ïcdkW���j�� CDEFGH ���N��o�CDEF��`_`S°±²��YN��S��Z��¿z^ß_`N^cghij£Ä�NCDEFN�Ïr��ÒÀ_N^cghi¨ °±²��Y�Y����cV�J !"ÇN#$OPÑ��Z��¿zÀµ_IJKLM%ãCDEF[r¤ê�^[Á¼��ÂIJKLMCDEFNnS_UdkW�ozr&NCDEFSÁ¼��ÂIJKLMCDEFSNã'Ðr&NCDEF©k`d()_�*�Ö+,��ÀµS_W�oj�� CDEFGH ��Z��¿^N !"�Ö[ÃÄi�NOPàWßN-.n^cghijÃÄzTUVWXYZD^ÖhOP�üýþ�/^���0cdk`dr !"�Öz^ß�12^ÃÄ©k3��cd��Z�^ !"�45cd6�heh_78C9Â^N:`u[^ß�N^cghij ��Z��¿©è`d[r�Ö©°±²��Y�Y�N;�K !�#$ !"C<=¦��`dkWr�>�©è`d[rTUVWXYZD^NOPê©¡?OPKÔ�45crIJKLMCDEF©4Wm�^kW�oj@NV�r��Z��¿�¶Ao�©¡VUd[rTUVWXYZD^NOPz()S_W�oj_krÃBNI�âï���CÖcd¶AcrIJKLMCDEF©��æDÇz�0Ë�d`�,rEF©d�¿OPzàUV�Ï©è`d[rIJKLMCDEF©OPÅÆ�G��0o��S^Hê�¿zÀµ^oj
�A CDEFGH {|}~�ÇNIÞJKzIJ©eW:+_º_UV�ÏrõCDEF[:+_º_�N^cghij L{|}~�M�N�N£·O¨[`P�6QRSÊS_�V�TU�Vê©[WÔîX^YZ�-[S_Ud`�ojL\]G^t_Ð`ab¼cdet_Neh_efg__Jz�VcVhri©jkl9<Em|}noYb�p±¨N�Nzà��Y�k��YzIJcd´µÒGS_UV�Ï[rqkl9<Em|}©YZW�ocrr©qkl9<Em|}zLIJcV�Ï^6r\[©jkl9<Em|}©YZW�ojL�Vrs}~�tuKvwJKxytuK©k¾�JKzY{¦ÇzIJcV£|R}©Y~Ë�V¨�Ï[rLstuK©e�����S_�V�r���^N��r¡?�<=©k`d:�ÒµS_�Àµ�zàW�ojL_kr{|}~�ÇNIÞJKz:�Òµ_�Ï[rIJKLMCDEF�D���=����̂ ;�ÀµSo�V�N���ÖUdkW�oj
�� CDEFGH efg_t_�V[��ÇNJ�z�VcV�ÏrIÞì1N���^ê�zii�S�+���ozr»c¼±��^6CDEFN;�zÀµ^cghijL�VrCDEFN;�zÒÀ^àUd6ÅÆNáâÑ�0[Àµ_N^cghij efg_J�©eWIÞì1z��o�Àµ�©N+r��KN���QR�ÖhCDEF©è`d[��±�DbY¦ÂN���=7<ScdkW�ojeUdr]�N��£t�©��K��K��z����Y�Ë�d`_`�Ïr°±²��Y�Y�^NÎÏz�q_`_�¨[�Vc�ozr»c¼±�ê^6��©±�DbY¦Ë�V���=7<©��KNÅÆ��0c���©��c»c¼�ê^6=7<NÅÆ���o��SzÀµ^ojIÞ��	©r���=7<i���cV�Y��Á¼��ÂIJKLMCDEF/ç=87�Y��o��S[ÀµS_W�oj@N�ir�J !"NOPÑ�Ö_�N´µ[r¤�^[»�¼±���z()S_W�oj�� CDEFGH õCDEFN��©¡VWrsñ y^�ïÑ�*z()©_��Ô[¡y}©�N�Ô©_�N^cghij��d¢cºk£ßcV`^oj �*NV�©()S_�-[Ç©è`d[r¤�¢¤���¥^oj�¦ CDEFGH J�êN¶hNCDEF��©k`drÒ¡ÏÇzV§V�Ï[��zX³Yb`V¨¾�N^cghij©ªñ y^N\êIJzàUV�Ïr«Ô_��z`V¨¾�N^cghij X³Yb©è`d[ry�z¬�W®¯°�`Vc�oj�± CDEFGH CDEF©�0cV�Û�©ªN²³z�{¦´p8Áo�´µÐr§�N¬µ^6:�^ß�´µzàW�o^cghij �J !"ÇN�ÖÕR©è`d[r²³zI�âï��æDÇN�Y��0	rË�©�J !"Ç��ÖÀµSo�c¼¶©´p8Á�����S^rÃÄ[�J !"Ç���Z��Ö^ß��·S_W�oj@NV�r�J !"Ç��ÖÀµSo�c¼¶©´p8Á�����©r²³z¸¹�^º�0N´p8Á�cVWr�0»ÅÆ�¼½cr¬µÕR©��o�¾�zÀµS_Ud`�oj_krCDEF@N6N©[r©ªN²³z´p8ÁcV�S��0o�û[àW���j�B CDEFGH ¿ÀNIJKLMCDEFS[r¹NCDEFS`hâÁ^e`^cghij ¹NCDEFS_W�ojÂØ CDEFGH {|}~�JKzIJcV�Ï©CDEFN;�©è`d�Neh_Ã�Äïcd`�oij ¤ê�^[CDEF�;�o�V�©[{|}~�JKz()S_W�oj�� IJKÌÍ IJKÌÍÉÊ[rtÅ�i�ÆÇÈïcdÀµ^cghij IJKÌÍÉÊ©¡VWrÃBI�©è`d[r|É�́ µ���cdÈïÊË�NI��]ÌÍÎo��SzÀµS_Ud`�oj�� IJKÌÍ J��ÏÈõÐ�rIJKÌÍNÉÊ©àVW¸ÑÅÆ�;�o��SzÀµ^ozrIJKÌÍöJ�z�VcV�Ïø©ÉÊo�6N^ozrÒêi�IJKLMCDEFç¸ÑÅÆ�4WmÓÔ`[Ð}©ÕÖ_`S`hab^efc`^cghij Á¼��ÂIJKLMCDEFNÒêN;�©è`d[r��Öò)LMK��r¸¹��×¸NÉÊr���NÍÎ�o�6N^àWrIJKÌÍNÉÊ[Öh�Sz^ß���jIJKÌÍ[rJ�z�VcV�Ï©IJKÌÍ©ÃÄÅÆ�4WmÓ�S©eWÉÊo�V�rÐ}_ÕÖ[_`6NS�+d`�oj�� IJKÌÍ IJKÌÍÉÊ©¡VWrØCDEFi�BÙÌÍÇNÅÆ�CDEF©ã'o�Äï[àW�o^cghij BÙÅÆÇ©è`d[r��ÚcÛ±¦�:�cd�Y��ìò©d]ÌÍÎo��SzÀµ^oj�A IJKÌÍ IJKÌÍ�ÉÊ	©Ü�Ü�ÜÝÇzàUV�ÏrÌÍ©�Ûzñò^ã'Ë��o^cghij@�S6@N]�¸¹©Ü�E²�Dz()^cghij �Jê©IJKÌÍ�ÉÊcV	NÞß©è`d[rñò^àáË���S[àW���jÜ�ÑÜ�ÑÜÝÇzàUV�ÏNÞßNuÐ©è`d[¤���¥^oj�� IJKÌÍ OPQRCDEFSIJKÌÍNÎÏ[C<=¦��£â���^[_º¨^Öã��S`hâÁ^efc`^cghij klmnNSkWrOPQRCDEFSIJKÌÍNÎÏ©è`d[r;�K !�#$ !"C<=¦^Öã��oj�� IJKÌÍ ä�Y�åN�Ïr��Ú̂ �Y��=87�Y�cV�Ïr@��^©�0cV�Y�£IJKÌÍÐ¸¹��×¸Ç¨[æßçz��N^cghij IJKÌÍNèéÅÆÇ�ßêo�V�©[r��ÚÃëN�Y��=87�Y�o�()zàWr@��^©�0cV&N�Y�[æßçz���SS_W�oj¸¹��×¸Nßê©àVW��ÚÃëN�Y��=87�Y�cV�ÏrÞßì�zÔi�eh©íîË�ráâN�rßê�áï^ß�ojáïË�_`ïWr�Y�[rCDEFN��©ðñË�ræßçz��oj_kráïNòÉ�c_`^óì©�"ßË���S[àW���j�N´µ[ª«ô��¥©xyË���ï^oj´µzxyË���^N��[rßê�©�8Á=87�Y��ðÀcd`V¨º�S©eWr��Ú=87�Y��N�Y��æßçõ�Sz^ß�oj�¦ IJKÌÍ I���æDNö÷Çøù[ÍÎ^ß�oij^ß��Ï[ÛúN�ï[à�N^cghij ö÷ÇN�Y�©è`d[rOPK¯S©CDEF©ðÀo��Sz^ß�ojÛú�ï©è`d[r��¥^oj�± IJKÌÍ J��YWZ+�Sû�NJ�N�0�Y�£ö÷ÑI�ü�Ç¨[�Neh©æßçz��N^cghij õCDEF^[rJ�¯S©ÅÆ�QRcd`�oN^rJ��^NÅÆNæçý´µ[ôcdkW���j�B ��Öò)LMK�� �þ¸¹©�d`�ö��Öò)LMK%ãCDEFøN��[¹_N^cghij k��Nö��Öò)LMK%ãCDEFø[rÁ¼��ÂIJKLMCDEFN]�^oj_krÁ¼��ÂIJKLMCDEF[rª«ôô¯©�ïË�d`�XYZDxy��û�6�r´µ��o��SScd`�oj�Ø ��Öò)LMK�� ��Öò)LMK��Ð¸¹��×¸rIJ !"_�[ñ y�©[ëz�_�S�`�oj���©è`d[�Neh_��S_�N^cghijsñ y^���^6Ud�*S_�Nir�N;�ùNÆÇ^��cd`V¨¾�NijõCDEF^�0Ë��[ëzà�i§�ÈïË��N^à�,rsñ yz��Ë©[ë���cd`��Sz	
©_Wi�_`N^r�©_Ud`�oj Á¼��ÂIJKLMCDEFN��Öò)LMK��Ð¸¹��×¸©%o�´µ[r�Î^ß���;�Kz��©�ï^ß�-[Scd`�oj�Îo��N�Ð��r�N��NÞßzÀµ^àWr���N�ï©��[()S_W���j�VrÁ¼��ÂIJKLMCDEF©k¾�IJ !"N[ë©è`d[rñ yNÚl6�`_z���}_��ÉÊcdkWrs�©è`drIJ !"çNíîÑ�íîN�ïzÀµ^oj¦� ��Öò)LMK�� ��Öò)LMK���|É��Y����crþ��<=ÐL��<=¯S©��cd�0o��S[Àµ_N^cghij ö����Y�øNÚÅË�d`�S�fz!�i^[àW���zrþ�ÐL�NÃ�ÅÆ^��o��S©eWrþ�ÐL�¯S©��Öò)LMK���cr�0o��S[Àµ^oj

21

azuko
Rectangle



���

�� �� �	
 �������������������� 	
!"#$%&'()*+,-./����0123456789��2:;<=<>?@AB CDEFGHIJKL MNOPQGHIJRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijdeklRmnoSpqrWs\tuvZwxyWz{|}~]�`xyk��`����_�h^Y�Wz{|}~ �������JHIm���w`��������mnqS��o�Rs\tuvZ_xyW^~����w`�hz]��~�MNOPQGHIJRSTUV�Q�� w`¡¢PQ£¤R¥¦z`CDEFGHIJKL�§¨Q©ªXCDEFGHIJ�«¬w®¬�§¨R¯°�±� ¥¦^YvZwxyW^~k²`v�³yw`´µ¶·¸¹Qº»¼½Y¾¿W^~]�`�abcdefghijdekl�ZCDEFGHIJKL�§¨Q©ªÀCDEFGHIJ�«¬w®¬�§¨R¯°�±�YvZQÁ\`�abcdefghijdekl�ÂZQCDEFGHIJRÃÄz`ÄÅ^YvZwxyW^~AÆ CDEFGHIJKL MNOQÇ^Y³yQ�� �ÈÉz ÀÊ¼�~ MNOQÇË^Y³yZz w`Ì¿ÍeÎ�«Ï��ÐÑÒÓÔÕÖR×ØWÙÚ^YvZ_xyW^~]�`´µ¶·¸¹Qº»¼½Y¾¿�³yZz `¡¢PQ£¤R¥¦z`CDEFGHIJKL�§¨Q©ªXCDEFGHIJ�«¬w®¬�§¨ZÛÜq�ÝUS�§¨R¯°�±� ¥¦z`Þßk�¬Q«�W�YCDEFGHIJRÃÄ^YvZ_xyW^~
A� à�CDá¡ àâ§¨�ãäwl�Á|QkY�Wz{|}~�����Z�|vZW[½å`NæZçèWãä^YéZkY}Zê�]^_`ëjQÁì íîï¿kl_ð±YZ�|vZWz{|}~]�`à�CDá¡Q�� w£eHIJZñòJ�§¨Róô^YvZõxyk�Wz{|}~ö����àâ§¨�ãäQ�� `÷øù`�Ðùõúû üý ÀÊ¼�~

�������JHIm���Q²� w`þ�f����Wíîï¿^YvZR�¿z ²\]^~Áì þ�f��ÂZQ��xyk��m�������kl`�	ëj�
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22

azuko
Rectangle



���

�� �� �	
 �������������������� 	
!"#$%&'()*+,-./����0123456789��2:;<=<>?@AB CDEFG CDEFHIJKLMNHIOPQROPSTUVWXYOZ[\]HI^_`abcdZefNg\hidHIj^_Zeklmn]NopqrRdstXYONuvVwxfyzOd{{|}~fT{��L����jHI^_Zekl D����������d����J�Te�CDEFGj�Rt���JQR���f��d��a�M���J ¡�ML�¢a£d¤¥J ¡�ML�¦§£d¨�d©ª«EFe�G¬a�{elstXYO®d¯RtJKLMj�°±J²³M�¨DEFGa�MHI´µ¶·µ«e�¢a¸^_a�¹ML{elAº CDEFG »DdCDEF¸¢d¼½¾¿d�ÀJ��dZ�Áckl{¤�CDEFGdÂÃÄÅÆÇdÈJj��ÉÊj°ËJ��dZ�Áckl »DJÌÍe�CDEFGdHI´µ¶ÂÃÄÅ·µ¸^_Zel{¤�Rtd¨�ÊTÎÏJKLMj��ÐÎÏfÑÒa�{ef�¨�d©ªfF�kJÓÔÕÖJ×��L�ØÙÚÖ£ÛZ[���JKLMj�ÜÝ®«�¡�¤ÞßàTáâZdHI´µ¶ÂÃÄÅ·µ¸^_a�¹ML{elAã CDEFG CDEFGdHIJKLM�pqäJå¹MHIJ°±��æfç����fèn\{ef�pqäéaJ°±�ædêëj^_Z�Áckl{¤�ìíîf[\]ïð~HId��jñ¹¤òóÄ½Zj�ôõö÷øùJå�HI«úT�ML�aLc¢aZåû�Lkl ñ¹¤òóÄ½dü¡Jý¤¹Mj�pþqäéaJ��â«����ZHI�â«��Z�{ef�CDEFGd�	HIJKLMj�
���a���M��Ô���â«������ML{edZ��ÞJHI�â«��e�¢a�ô��	HIòóÄ½«��e�¢af^_a�¹ML{el{¤�ïð~HId��JKLMj�����da�õö÷øùJå�HI«úT�M�{elA� CDEFG pÑpZjCDEFÆÇ�Jt�
ó�J�� M�{ef��¼½¾¿JjSTUVWdt�
ó�d!��j^_�dZ�Áckl t�"#®JKLMj�$%&'()« ¡�M
ó�«*vJMØ+w,e�¢af^_Zel�¼½¾¿Z¸¨DRt®d
ó�«-ðe�./«Y�M��CDEFGd
ó�ad�� f^_ZelA� CDEFG 0)12ó�dCDEFHIda¢ûZ3Ff[¹¤ØÙÚÖd�J��MdÜÝàTj�dåc�4�«5T�ML�dZ�Áckl ñ¹¤òóÄ½J� �ÞßàTáâZdCDEF�	HIJKLMj�HI�æJÞßàTáâZdÎÏJ6�789�:HIJý¤�ÜÝ®f°ËZ[�¢a�;ÜÝ®Jå�ÉÊ«¸¹M�ÐÎÏJïn�¢a�<·µZ��CDEFGj�Rtd¨�d©ªfÓÔÕÖJ×��L�ØÙÚÖ£ÛJ=ýe���d�Z[�¢a£«>?e�úTZel789J@A�Bf[�HI"#JKLMj�¨DOCD¼½¾¿dÓÞßàTÛ9J@A�Bfµ�{edZ�gE�«æFJàGe�¢afZ�{el���HI�JHµI\¤ÜÝJKLMj�HIOéaJ¼½¾¿JJKI\{elAL CDEFG ÂÃÄÅ®ZÆÇ�¤CDEFGJuMf[����NOÎÏHI÷ÆÇ�¤CDEFGj�dåcJPcdZ�Áckl ��OÎÏ®dQÎÏRSJKLMj�TUJVW«ÉÊe�°±f[�¤¥��¬Zd÷afXJ��aúT�ML{el¨DOCD¼½¾¿Zj�QÎÏJ6�´µîY®«-ðe�¢af^_ZelAZ CDEFG ¢d¼½¾¿«[\�¤���0)12ó�hidCDEFGdHIj^_Z�Áckl �¼½¾¿Zj�0)1Ã]ó^ó_«�¡e�¢aJå��	HI`aÂÃÄÅ·µf^_a�¹ML�¤¥�ñ¹¤òóÄ½d[\«bca�M�{el���õöHId��j�¨DOCD¼½¾¿ddef\gJMw,e�¢af^_ZelAA CDEFG CDEFGd�âJKLMj�Bhi_jd¼½¾¿«[\�¤ÞkljemMnØI\¤oJ��dZ�Áckl Bhi_j¨DOCD¼½¾¿J� �CDEFGd�âJKLMj�VpqJ�LMcr�ML�nØ�â�s£«�J���ML{elsÓCDEFGd�âdnØtJKLMÛ�uv�wxyz��µ q{|�}z}~Vpq{�n+��|D�ý££nØ�âd>?x���9:�<|ý�XJKLMj�Þkld8�¸�L�f��Ô���æ«���M����æJKLM�CDEFGdd�r¶¯�rd�Tf^_Zel��� CDEFG ¨DRtd��"#jN\gI\¤XrÐd�k�d��Z�Áckl��Ð�dÈNØ��J��dt�f[N¨�ÊTÎÏ÷���lZt�d�TJ���{�¤lHI�JHIOf¨DRt«��%�J����Z���_j^_Z�Áckl é��dåc��_jY�M�{ �f���%�_«�¡�M�¡T¢£VdRtd¨��m¤¥Ö£«Ø+Zw,e�¢af^_Zel��� CDEFG CDEFGd´ð®j�¦ódw,f�L��j�%§%Zd¨©j[�dZ�Áckl %§%̈ ©�_jY�M�{ �dZ�HI�J¦ów,f�L���°±J²³M�ª®JMé�«L¤`ô¬¡a�{el��N CDEFG ¨�ÊTÎÏd®feZJ¼½¾¿d\gI\ML���J�R�¯��a�ÃBe�8°f�Laèn{ef�0)1Ã]ó^ó_Z�~dÉÊfZ��dJ�HIdVW«LELE±²fÉÊ�� \]���LdZekl CDEFGj�Rtd¨�d©ª«EFGe�G¬Z[�¤¥�RwiO�m¤�~³��d´�®£fÆÇ�ÀOa��¢a¸úTI\{elgd���0)1Ã]ó^ó_Jµ�I\ML�RX"#a�ÈdRXfç��¨DOCD¼½¾¿JJ-I\ML�R¶"#ad·�fZ��L¤¥�RwiOa�MHI«´ µ �kJKLM�éÉÊL¤`ô°±f[{el��z CDEFG ¨�ÊTÎÏ®d\gj��¸¹����a�vI ��Ðk�\ge�¢ajZ�{ekl é��d�_jY�M�{ �f���%�_«�¡�M�¡T¢£VdRtd¨��m¤¥Ö£«Ø+Zw,e�¢af^_Zel��º CDEFG ¨Dt�dÎÏj�ÐÎÏf°±`abL{ef�odÞklk��»ó�´Daj�¼l�J�dåc�¬¡«�ènZekl oÞklk�d�»ó�´DJKLMj�mn]�HI-ð�_ZdHId´ð¶u´ðdàG�½÷�Rtd¨�ÊTÎÏ®d\g�½d¾k�Rt¨�J¿¹¤¨DOJ�e�CDdîY��¶ÉÊ���ÀÁÐZ¸�²^_��½«ÂÃ�®d¬¡fèn�\{el��Ä ¨DOCD*} ¨DO��Q¦CDÅJKLM�¢d¼½¾¿[\Jåef�Ã�ód¨DOfHIZ��a�Æ�Måû�LZ�Áckl{¤�¨DOfefÇÈqÉ�Ã�ódHI�¤ÈJ�gdCÊuCÊ®��j��Ã�óf¼½¾¿dËÌ�Mô\�dZ�Áckl Bhi_j¨DOCD¼½¾¿JKLMj�[\pþqäÍ�Zdéü¡a��¤¥�ÇÈqÉ�Ã�ódÎ�ÏÐ÷¼½¾¿�����_jY�M�{ �l�¼½¾¿Zj�:ñ¹¤òóÄ½k�´¢�¤¨DO��Q¦CDÅJ6�HI"#«´µ¶-ðe�¢a�;pþqäk�ÇÈqÉ�Ã�ó�ÑjÇÈqÉ£Jùµe�¤¥dHI
ó�Øâ�HIG`aHµGÒ®£«¼½¾¿k�ÓiÃ�ó_e�¢af^_a�¹ML{el��Ô 
ó��� �r�¨DO./��®JKLMÕJ¼½¾¿«[\�ML���j��c�¤�åLZekl ÕKd�T�ÖJ×e�¼½¾¿J?n��¼½¾¿«[\�¤����¼½¾¿ad
ó���Jå�CDEFG®d�	HI÷ÂÃÄÅ·µf^_a�{el{¤�ØÙÇv±CDOÚÛ÷ÜGØÙÝÞd��CD�_¸[{edZ�gd�_` ü¡e�¢a¸^_a�{el�r[\I\ML�¼½¾¿J�ß�dØÙÇv±CDÚÛd���_÷�D��dØÙOÚÛ���_�¢\�ÚÛ"#«�¡�¤¨DO./-ð�_�{¤�0)12ó�ZdCDEFG÷¨DO��CDÅ®d�	HI*}��CDEFG®dÂÃÄÅÆÇ®d�_fuà�ML���Jj�áâã¡«éäåô`ILl���ØÙ�_d�« c��¸�¼½¾¿¥l«ü¡e���aæÅj7³Zel��} 
ó��� ÕKd¨DOCD¼½¾¿ad��j^_�dZekl ÕKd¨DOCD¼½¾¿d4�®Jå{ef�Bhi_j¨DOCD¼½¾¿a
ó���I �¢af^_Zel��ç 
ó��� ÕJoèd¨DOCD¼½¾¿«[\�ML{ef�ã¡{¤j\\én®��cL¹¤¬¡fê{�LZ�Áckl{¤���«e���j�dåc�)¦ó�Z�Áckl �r[\I\ML�¼½¾¿J�ß�dØÙÇv±CDÚÛd���_÷�D��dØÙOÚÛ���_�¢\�ÚÛ"#«�¡�¤¨DO./-ð�_�{¤�0)12ó�ZdCDEFG®d·µ÷¨DO��CDÅ®d�	HI*}��CDEFG®dÂÃÄÅÆÇ®d�_fuà�ML���Jj�áâã¡«éäåô`ILl��� 
ó��� mn]ñ¹¤òóÄ½k�dHI«oè¼½¾¿d¨DO./J!�ë¢afZ��k��ìñ¹¤òóÄ½k�dHIO"#aoè¼½¾¿dd
ó���j^_�dZ�Áckl Bhi_j¨DOCD¼½¾¿fñ¹¤òóÄ½k�´ð�¤HI"#«�oè¼½¾¿dcíZ��åc�
ó�îg�_«Y�ML{el����ÈJ
ó�«��e�¤¥Jj�oè¼½¾¿ïZý=îg
ó�«!�ë°±f[{el��� 
ó��� Rtd¨�ÊTÎÏ®d
ó�!��j�dåc�á��ðñò\góôef\g��£ZÇcdZ�Áckl Rtd¨�ÊTÎÏ®JKLMj�¨DOCD¼½¾¿d¨DRt®./JM�ÀO«äõ��=ýe�ÎÏö�d9���öÎÏ���öÎÏ®£J°±��«\ge�÷\a�{el���¥Ö®¨�d©ªfF�k�Ð£JKLMj���%�_«�¡�M�¡T¢£VdRtd¨�«Ø+Zw,e�¢a¸^_Zeløøø 
ó��� ØÙXd-ðJKLMjùúûhó�a�vI �¢aj^_�dZ�Áckl ùûhó�ad�vj[{ �løøB 
ó��� ÕKdüúù�%ýd¨DOCD¼½¾¿«[\þ�ZefNBhi_j¨DOCD¼½¾¿Jj�L�_���R�-ð÷��O��-ð��Öt�-ð��£f[�åcJ��´ �{�¤f�¢\�d�_jÓBhi_j¨DOCD¼½¾¿ÛZ7�d�_j[�dZ�Áckl�_«Y�ML�L�����¢\�d�_¸µ�e�ÝÞj[�dZ�Áckl ��´	-ð���O��-ð��Öt�-ð��jBhi_j¨DOCD¼½¾¿Jj
�L¤�{ �l��dµ�5TJKLM¸���Z{¹ML{ �løøº 
ó��� RwiOdR¶"#JKLMj�dåcJ!�{\�4��dZ�Áckl RwiOJKLMj�¶�	HId��j�HI-ð�_J� �./"#ad·��½�J�LM�¦��ó�Z��� �{edZ�!��d^�«��L¤`ô¢aa�{el¶õöHId��j�¨DOCD¼½¾¿ddef\gJMw,e�¢af^_Zeløøã 
ó��� ØÙX�ØÙO"#j�pqä®f���¼½¾¿�§UÎ�¼½¾¿÷��|D"#¼½¾¿�ùûhó�£���"#¼½¾¿®£Z\g«±�{ef��¼½¾¿k�o¼½¾¿d��I ¤L��j$%&îge�¢aa��dZ�Áckl���Þv��I\����®j[{ekl é¡�����¼½¾¿k�o¼½¾¿d��e���j�$%&îgZd
ó�d÷!«úT�ML{elBhi_j¨DOCD¼½¾¿JKLMj�[\pþqäÍ�Zdéü¡a���¶ÇÈqÉJå�ëÝ®jZ��L¤¥���¨�#�JKLMj����Zj��}��é�gL¤` \]aènM�{el�¼½¾¿d\g�¤ØÙXd��îYd"#«�Vpqdd#�J�M�\�åcJ�Æe�¢aKLMj���d��aènML{eløø� 
ó��� ØÙÇv±CDO×�¼½¾¿JKLM�� ó_0��"#!��d¼l��*!�
ó�oâ®j�dåcJ�{ekl Bhi_j¨DOCD¼½¾¿J�LM�� ó_0��"#«!�ëÈJj�Ó"ñ#$Û®d¼Aó�'()«!�ë¢aa�{el���¢d�_j�uv%wª&JcíI\�5TZel�r��_�Ý®dÔ�«�ML�¤¥��_dTUd'(Vj��a�{el
23

azuko
Rectangle



���

�� �� ��	 
���������������������	 !"#$%&'()*+,-.����/012345678
�19:;<;=>?@@� ABCDE FGHIJKLBMNOPQRSFGTUVWXNYZS[\]^_`abScdefghXijklSm`jNnTUVWm^_mop`aqrsDtuvwx`myzr{|}~IFGj��y�bNZ�sTUVW]��`aSj���s���wN�ITUVWj��a��j��I��x`| �L����F���TUVWI�l�uN�^���� ¡mS¢£��swN¤¥OPQRIqa¦§Xum¨sl©ªN«¬�GhI�l�uN®H¯mu°¨±¨N¢²_l©³´µ¶�·���wx`|nTUVW¸^_y©defS¹º»¼Sgh]N[½Q¸ShI¾�¿µaqrI¹�`a���l�uNÀÁS���·��lx`|@@Â ABCDE defSÃÄTUVWI�l�N`mI�^ÅÆSÇÈSdefÃÄTUVW�SDEIv��uNÉÊËmusÌÍtDEuÎÏmyzr{| ÍtDES}®IuNÐÑSTUVWmSÍtDEÒÏSÓÔjÕÖmvwN××BUH¯muÍtDEum¨ØNÉÊËmSÙtDE�swx`|@@Ú ABCDE Û�©wÜBÝU{¿ÞßÃÄÒÏ¸SABCDEuÍt�lràámâlmyzr{| �ãäÆS��wm`|Û�©wÜBÝUåæ�L����F���TUVWÞßÃÄÒÏçµèµI�l�NÕÖséêºëcìíîï�`aÙ±SðñXi]ò��l©³Ì��IqwN£�ÎÏ�swx`|@@ó ôõö÷øB ùëúûghüýþ������uN«Í��m}�`aÕÖjvwx`{| «Í��I�l�Nùëúûghüýþ������]}�y�l©³ÌÕÖjvwx`|
�	
 ôõö÷øB ôõö÷øBuÕ�myzr{|Õ�msl�N���µaÒÏuva{|��gh���¥��SABCXS��´uN�SqrIswx`{|����]£�`aSmyzr{|

ôõö÷øBS��uÕØybÕ�muvwx��jNnTUVWmuN���n !Sø"�K"#ABCXqwN�F� !Iôõö÷øB]$wä%��]&ëy�lx`|'�F� !uN�F�¢�Iúûgh](Ô¥(ñ`abSmva©ªNçS)*XIôõö÷øB]£�`µ¶N�F�j+,���S��mva�ub-.�S��NÇS���S��mva�mbNçSúûghjY/ûSghmva��S0à]\1{�0}Iòr��j23x`|4�5IuN�F���TUVWS��Iv©wNôõö÷øBI�l�uN6ôõö÷øB7B�]��y©^8fÃÄ]òr�Iu£�`a��jÕÖ�swN9�F���TUVWSABC]ÇSTUVWI��`a~IuN��´a~S:Bgh�y�£�m¨x`|s�N;[STUVW<DEc��gh���¥��SABCXiIuN����]£�`a=Z�s���wx`|x©Nôõö÷øB]>?sl�mbÇSÑ@]>r��Iqw�n5IA�SÒÏ]£�`a��jm¨x`|@B@ ôõö÷øB �F� !CDmôõö÷øB]>r�N@�EFGHSÕÖII�l�J��Ì³�l| ôõö÷øBS£�IKy�uN�F� !S)*IK`aLDI£�`a��jm¨x`|©³yN��@I(Ôy�lslLDXI�l�ôõö÷øB]>�`a�IuNGHMSëªjÕÖ�swx`|GH�ëjÕÖsLDF}~I�ë`aGHSHI�l�uNN�F� !S)*XIK`a}DOPQcR*	STUVW[½QXYFZ+[ic\]�Ŝ _̀i]¢abc�l|@BB ôõö÷øB7B� defS^8fÃÄIôõö÷øB7B�]£�`a�S��LdXI�l�N@�EFGHSîeSÕÖII�l�J��Ì³�l| defS^8fÃÄI�l�Nôõö÷øB7B�]>�`a�IuNGHMSëªjÕÖ�swx`|@Bf ôõö÷øB7B� ôõö÷øB7B�SghmNTUVW]ijÃÄ`a��IsaSmu�kly��wxy©jNmnoSpqrN�L����F���TUVWI�l�QS�	
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